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帳
合
之
法

卷
之
一

凡
例

一
、
こ
の
帳
合
之
法
の
原
書
は
一
八
七
一
年
ア
メ
リ
カ
商
業
学
校
の
先
生
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト

と
ス
タ
ラ
ッ
ト
ン
の
二
人
が
書
い
た
学
校
用
『
ブ
ッ
ク
キ
ー
ピ
ン
グ
』
と
い
う
本
で
あ
る
。

ブ
ッ
ク
キ
ー
ピ
ン
グ
と
は
帳
合
（
注
１
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（
注
１
）
『
帳
合
』
（
ち
ょ
う
あ
い
）
と
い
う
言
葉
は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な

い
が
、
『
広
辞
苑
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

①
現
金
ま
た
は
商
品
の
勘
定
と
帳
簿
面
と
を
照
合
し
て
、
計
算
の
正
否
を
取
調

べ
る
こ
と
。
②
帳
面
に
記
入
す
る
こ
と
。
③
損
益
を
計
算
す
る
こ
と
。

一
、
帳
合
に
は
略
式
と
本
式
（
注
２
）
の
二
通
り
の
様
式
が
あ
る
。
初
編
の
二
冊
に
は
ま
ず

略
式
の
み
を
翻
訳
し
、
本
式
も
そ
の
翻
訳
が
半
分
程
度
進
ん
で
い
る
の
で
、
近
日
中
に
こ

れ
を
第
二
編
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
注
２
）
『
略
式
と
本
式
』
第
二
編
に
「
本
式
ノ
名
ハ
略
式
の
反
対
ニ
テ
本
式
ニ
ハ
一
箇
条
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ノ
取
引
ヲ
二
重
ニ
モ
三
重
ニ
モ
台
帳
へ
記
ス
」
と
あ
る
。
略
式
は
今
日
の
単
式

簿
記
、
本
式
は
複
式
簿
記
の
こ
と
で
あ
る
。

一
、
本
書
の
訳
例
を
示
す
前
に
、
序
と
し
て
私
が
こ
の
本
を
翻
訳
し
た
趣
意
を
示
せ
ば
左
記

の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
昔
か
ら
日
本
に
お
い
て
は
学
者
は
必
ず
貧
乏
で
あ
り
、
金
持
ち
は
必
ず
無
学

で
あ
る
。
従
っ
て
、
学
者
の
議
論
は
崇
高
で
、
口
で
は
よ
く
天
下
を
も
治
め
る
と
い
う
が
、

自
分
の
借
金
は
払
お
う
と
し
な
い
。
金
持
ち
は
金
を
沢
山
持
っ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
を

瓶
に
入
れ
て
地
面
に
埋
め
て
お
く
だ
け
で
、
世
の
経
済
活
動
を
勉
強
し
て
商
売
を
大
き
く

す
る
方
法
を
知
ら
な
い
。
何
故
か
と
思
う
に
、
学
者
は
偉
ぶ
っ
て
商
売
な
ん
て
も
の
は
品

位
の
高
い
者
が
仕
事
と
し
て
や
る
こ
と
で
は
な
い
と
言
う
し
、
金
持
ち
は
自
ら
卑
下
し
て

商
売
に
学
問
は
い
ら
な
い
と
訳
の
分
か
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

学
ぶ
べ
き
こ
と
を
学
ば
な
い
で
悪
い
慣
わ
し
に
陥
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
皆
商
売
を
軽

蔑
し
て
、
こ
れ
を
学
問
と
思
わ
な
い
の
は
罪
な
こ
と
で
あ
る
。
今
こ
の
よ
う
な
学
者
も
金

持
ち
も
こ
の
『
帳
合
之
法
』
を
学
べ
ば
、
西
洋
実
学
が
い
か
に
大
切
か
を
知
る
こ
と
と
な

る
だ
ろ
う
。
学
者
も
自
ら
の
愚
か
さ
を
知
り
、
金
持
ち
も
自
分
自
身
の
賎
し
く
な
い
こ
と

を
悟
っ
て
、
双
方
と
も
こ
の
実
学
（
注
３
）
を
勉
強
す
れ
ば
学
者
も
金
持
ち
と
な
り
、
金

持
ち
も
学
者
と
な
っ
て
世
の
経
済
活
動
が
更
に
面
目
を
改
め
、
国
力
が
増
進
す
る
こ
と
と

な
ろ
う
。
訳
者
が
深
く
願
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
に
、
全
て
世
の
中
の
諸
々
の
こ
と
に
つ
い
て
不
都
合
だ
不
都
合
だ
と
言
っ
て
苦
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情
を
言
う
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
不
都
合
な
こ
と
を
克
服
す
る
こ
と

は
は
な
は
だ
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
ち
こ
ち
の
大
商
家
の
帳
簿
の
付
け
方
を
見
る
に
つ

け
、
い
ず
れ
も
大
変
混
乱
し
て
い
て
、
一
商
家
の
棚
卸
し
に
店
中
総
掛
か
り
で
行
っ
て
も

二
ヶ
月
掛
け
て
も
な
お
解
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
帳
簿
の
付
け
方
が
き
ち
ん
と
し
て
い
な

い
証
拠
で
あ
る
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
こ
れ
を
改
め
た
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た

こ
と
が
な
い
。

こ
れ
は
一
商
人
の
不
都
合
と
い
う
よ
り
、
世
の
中
全
体
の
不
都
合
と
言
う
べ
き
こ
と
で

あ
る
。
今
こ
の
翻
訳
書
は
西
洋
の
帳
簿
の
付
け
方
の
初
歩
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、

も
と
よ
り
こ
れ
を
も
っ
て
諸
々
の
商
取
引
の
帳
簿
の
付
け
方
を
一
変
し
て
全
て
合
理
的
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず
、
本
書
で
「
帳
合
学
」
を
学
び
、
そ
の

後
、
第
二
編
の
本
式
（
注
２
）
を
学
ん
で
そ
の
神
髄
を
知
れ
ば
、
官
民
す
べ
て
の
会
計
を

合
理
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
本
書
も
微
力
で
は
あ
る
が
な
い
よ
り
は

増
し
で
あ
る
と
思
う
。

第
三
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
昔
か
ら
日
本
で
は
学
問
と
家
業
と
は
お
互
い
に
縁
が
な
く
、

学
者
は
知
識
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
威
張
っ
て
い
て
天
に
も
登
る
勢
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、

無
学
な
百
姓
町
人
は
軽
蔑
さ
れ
て
地
に
も
入
ら
ん
と
し
て
互
い
に
近
付
こ
う
と
し
な
い
。

あ
る
い
は
、
稀
に
物
好
き
な
百
姓
町
人
が
い
て
、
少
し
ば
か
り
の
本
を
読
ん
で
学
者
の

ま
ね
を
し
て
無
用
の
漢
文
や
詩
歌
に
耽
り
、
物
の
数
も
せ
ず
、
金
勘
定
も
忘
れ
て
し
ま
え

ば
、
家
業
の
た
め
に
は
な
ら
ず
必
ず
身
を
滅
ぼ
す
結
果
と
な
る
。
従
っ
て
、
百
姓
町
人
は
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学
者
を
見
て
表
向
き
に
は
こ
れ
を
尊
敬
し
、
物
知
り
先
生
な
ど
と
口
で
は
言
う
が
、
内
心

は
そ
の
職
業
を
嫌
い
、
学
者
を
見
て
貧
乏
神
の
よ
う
に
考
え
、
敢
え
て
彼
ら
に
近
付
こ
う

と
し
な
い
。
そ
し
て
、
子
供
た
ち
に
は
読
書
を
禁
止
す
る
勢
い
で
あ
る
。

今
日
で
は
西
洋
学
問
の
道
も
だ
ん
だ
ん
と
開
か
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
所
に
学
校
が
で
き
て

き
た
が
、
農
工
商
に
携
わ
る
者
は
学
者
と
い
う
職
業
に
懲
り
て
、
学
問
そ
れ
自
体
に
厭
気

が
差
し
て
、
ま
た
例
の
学
問
の
こ
と
か
と
言
っ
て
、
そ
の
学
問
の
虚
実
を
問
わ
ず
に
、
学

問
と
聞
く
だ
け
で
ま
ず
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
正
に
進
歩
的
な
西
洋
学
問
も
こ
の
た

め
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
は
何
た
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
、
数
百
年
来
和
漢

の
学
者
先
生
方
が
空
理
空
論
（
注

）
に
溺
れ
て
実
学
を
求
め
ず
、
民
を
愚
弄
し
た
罪
と

4

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
に
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
今
こ
の
『
帳
合
之
法
』
を
い
ろ
い
ろ
な
学
校
で
生
徒
の
教
科

書
と
し
て
使
い
、
一
般
の
子
弟
（
注

）
が
そ
こ
で
習
っ
た
こ
と
を
家
に
帰
っ
て
親
兄
弟

5

に
話
せ
ば
、
彼
ら
も
初
め
て
西
洋
学
問
の
本
当
の
こ
と
を
知
る
こ
と
と
な
り
、
安
心
し
て

そ
の
子
供
を
学
問
の
道
に
進
ま
せ
る
者
が
徐
々
に
多
く
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
訳
で
、
本
書
は
『
帳
合
之
法
』
を
教
え
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
学
問

の
本
来
の
内
容
を
示
し
て
、
広
く
世
の
中
の
人
々
に
読
書
の
道
を
開
こ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
和
漢
古
今
の
空
理
空
論
を
並
べ
た
学
者
風
情
が
人
を
馬
鹿
に
し
た
罪
は
深
い
が
、

こ
の
本
が
農
工
商
の
世
界
に
知
識
を
与
え
る
と
い
う
功
徳
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

私
が
翻
訳
の
労
を
取
っ
た
こ
と
が
大
変
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
四
に
、
「
帳
合
」
も
一
種
の
学
問
で
あ
る
こ
と
は
本
書
を
見
て
す
で
に
明
白
な
こ
と
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で
あ
る
。
従
っ
て
、
商
売
も
学
問
で
あ
り
、
工
業
も
学
問
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
か
ら
言

え
ば
世
の
掟
に
従
っ
て
身
体
を
使
っ
て
そ
の
報
酬
を
得
る
の
が
商
売
で
あ
る
か
ら
、
役
人

が
政
【
ま
つ
り
ご
と
】
を
し
て
月
給
を
得
る
の
も
商
売
で
あ
る
。
昔
の
武
士
が
軍
役
【
軍

事
、
警
察
な
ど
】
を
勤
め
て
給
料
を
得
る
の
も
ま
た
商
売
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世

間
の
人
は
皆
武
士
役
人
の
商
売
を
貴
く
思
い
、
物
を
売
買
し
、
物
を
作
る
商
売
を
賎
し
く

思
う
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
、
商
売
を
貴
い
学
問
と
思
わ
な
い
心
得
違
い
な
の
で

あ
る
。
そ
の
心
得
違
い
の
甚
だ
し
い
者
に
至
っ
て
は
自
分
の
利
害
を
忘
れ
る
者
も
多
い
。

試
し
に
一
例
を
あ
げ
て
説
明
す
れ
ば
よ
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
物
を
売
買
し
、
製

造
す
る
こ
と
も
商
売
で
あ
る
。
武
家
奉
公
も
商
売
で
あ
る
。
ま
ず
、
十
万
石
の
大
名
の
家

を
一
商
社
と
す
れ
ば
、
一
年
間
の
利
益
は
米
四
万
石
で
あ
る
。
一
石
三
両
の
相
場
に
す
れ

ば
、
代
金
は
十
二
万
両
で
あ
り
、
こ
の
内
四
分
の
一
、
即
ち
三
万
両
は
社
長
で
あ
る
殿
様

の
も
の
と
な
り
、
残
り
の
利
益
は
正
味
九
万
両
で
あ
る
。
こ
の
商
売
で
は
上
は
家
老
か
ら

下
は
足
軽
小
者
に
至
る
ま
で
お
よ
そ
千
二
百
人
働
い
て
い
る
と
す
る
と
、
九
万
両
を
平
均

し
て
千
二
百
軒
の
家
に
分
配
す
れ
ば
一
年
に
七
十
五
両
で
あ
る
。
良
い
武
家
に
は
雇
っ
て

い
る
奉
公
人
も
多
い
の
で
、
一
家
の
人
数
が
平
均
六
人
と
す
れ
ば
一
人
当
り
一
年
十
二
両

五
貫
文
、
一
ケ
月
一
両
四
百
十
六
文
、
一
日
三
百
四
十
七
文
で
あ
る
。

廃
藩
以
前
の
諸
藩
士
の
利
益
は
お
お
よ
そ
こ
の
割
合
で
あ
っ
た
。
今
こ
の
武
家
商
売
を

罷
め
て
以
前
か
ら
請
け
負
っ
て
い
た
軍
役
は
常
備
の
兵
隊
に
譲
り
、
自
ら
は
物
を
製
造
し

た
り
、
物
を
販
売
し
た
り
、
物
を
運
ぶ
商
売
を
始
め
れ
ば
、
そ
の
利
益
は
必
ず
以
前
の
二

倍
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
人
の
収
入
で
は
な
く
、
一
家
六
人
の
内
三
人
が
老
人
や
子
供
、
病
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人
で
あ
っ
て
も
、
後
の
三
人
が
働
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
各
々
六
百
九
十
四
文
稼
げ
ば
、
な

お
依
然
と
し
て
も
と
の
藩
士
の
収
入
と
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
商
売
の
道
は
困
難
で
あ
る

と
い
っ
て
も
丈
夫
な
身
体
で
あ
れ
ば
一
日
に
六
百
九
十
四
文
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
人
力
車
を
引
い
て
十
町
の
道
の
り
を
往
来
す
れ
ば
、
半
時
（
注

）
6

の
間
に
得
ら
れ
る
収
入
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
最
近
で
は
士
族
の
収
入
も
随
分
減
り
、
平

均
十
石
か
ら
二
十
石
で
、
多
い
も
の
で
も
三
十
石
は
出
な
い
。
こ
の
利
益
を
六
人
の
家
族

に
配
分
し
て
も
、
人
力
車
の
収
入
に
遠
く
及
ば
な
い
。
加
え
て
、
今
の
士
族
に
は
も
う
軍

役
の
勤
め
も
な
く
、
働
く
こ
と
な
く
報
酬
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
男
の
恥
ず
べ
き
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
な
お
そ
の
上
に
こ
の
米
（
注

）
に
執
着
し
て
、
独
立
し
た
生
活
を
し

7

よ
う
と
す
る
者
の
い
な
い
の
は
果
た
し
て
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
人
の
心

の
愚
か
さ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
実
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ま

で
の
学
問
は
数
千
年
先
の
こ
と
を
考
え
る
ば
か
り
で
、
当
面
の
利
害
得
失
を
顧
み
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
み
だ
り
に
商
業
、
工
業
を
軽
蔑
し
て
こ
れ
を
学
問
と
考
え

て
こ
な
か
っ
た
罪
で
あ
る
。
今
こ
の
『
帳
合
之
法
』
を
翻
訳
し
た
の
は
、
私
が
人
々
に
学

問
の
道
を
進
め
、
商
業
、
工
業
に
向
か
っ
て
独
立
の
志
を
起
こ
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が

本
意
で
あ
る
。

（
注

）
『
実
学
』
諭
吉
は
、
す
ぐ
に
役
立
つ
学
問
や
技
法
と
し
て
で
は
な
く
、
「
サ
イ
ヤ

3

ン
ス
」
科
学
的
思
考
と
し
て
捉
え
て
い
た
。

（
注

）
「
虚
文
空
論
」
を
『
空
理
空
論
』
と
訳
し
た
。

4
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（
注

）
「
平
民
」
を
『
一
般
の
子
弟
』
と
訳
し
た
。

5

（
注

）
『
半
時
』
現
在
の
一
時
間
。

6

（
注

）
『
米
』
「
報
酬
」
の
こ
と
。

7

一
、
書
中
す
べ
て
金
額
は
何
千
何
百
何
十
と
は
書
か
ず
に
一
か
ら
九
ま
で
の
数
字
を
使
い
、

そ
の
数
字
の
位
を
見
て
金
額
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
あ
た
か
も
そ
ろ
ば
ん
の
桁
を

見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

左
に
そ
の
一
例
を
示
す
。

一
二
三
、
四
五
○
、
○
○
○

は

十
二
万
三
千
四
百
五
十
円

一
二
、
三
四
五
、
○
○
○

は

一
万
二
千
三
百
四
十
五
円

一
、
二
三
四
、
五
○
○

は

千
二
百
三
十
四
円
五
十
銭

一
二
三
、
四
五
○

は

百
二
十
三
円
四
十
五
銭

一
二
、
三
四
五

は

十
二
円
三
十
四
銭
五
厘

右
の
よ
う
に
、
同
じ
数
字
で
あ
っ
て
も
そ
の
位
に
よ
っ
て
十
倍
ご
と
に
「
、
」
の
記
す

位
置
が
違
う
。
多
く
の
数
字
が
重
な
っ
て
い
る
時
に
は
三
文
字
ご
と
に
「
、
」
を
打
ち
、

百
と
千
、
十
万
と
百
万
の
位
を
分
け
る
。
本
文
に
は
円
の
位
と
銭
の
位
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
横
に
線
を
引
い
た
。
（
注

）
8

あ
る
い
は
、
品
物
の
単
価
何
円
何
銭
と
い
う
時
に
は
線
を
使
わ
な
い
。
例
え
ば
、
「
円

一
二
、
七
五
セ

（
注

）
」
と
記
載
し
た
場
合
は
、
単
価
十
二
円
七
十
五
銭
の
こ
と
で

9

あ
る
。
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こ
の
数
字
の
使
い
方
は
初
心
者
に
は
解
り
に
く
い
よ
う
で
あ
る
が
決
し
て
そ
う
で
は
な

い
。
私
も
最
初
は
紛
ら
わ
し
く
思
い
、
時
々
位
を
誤
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
五
～
六
枚
翻

訳
す
る
内
に
す
ぐ
に
慣
れ
て
、
日
本
流
に
記
入
す
る
よ
り
も
遙
か
に
便
利
に
思
え
る
の
で

誰
で
も
四
～
五
日
す
れ
ば
容
易
に
解
る
よ
う
に
な
る
。

（
注

）
『
横
に
線
を
引
い
た
』
「
帳
合
之
法
」
の
帳
簿
の
様
式
で
は
「
円
の
位
」
「
銭
の
位
」

8

ｍ

と
し
て
横
に
線
を
引
い
て
区
分
し
て
い
る
。

（
注

）
『

』
原
本
で
は
手
書
き
で
、
ど
ん
な
字
か
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の

9

た
め
外
字
機
能
を
使
っ
て
文
字
を
作
成
し
て
記
載
し
た
。
た
だ
、
全
体
か
ら
「
単

価
」
を
表
す
と
き
の
記
号
と
解
釈
し
て
訳
し
た
。

一
、
本
書
【
帳
合
之
法
】
は
半
紙
の
大
き
さ
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
諸
帳
簿
の
雛
形
を
示
す
だ

け
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
際
に
使
う
場
合
は
縦
八
行
な
い
し
は
十
行
、
横
四
～
五
十
段
の
大

型
の
罫
版
を
彫
刻
し
て
、
美
濃
紙
ま
た
は
西
の
内
（
注

）
く
ら
い
の
大
紙
に
朱
色
ま
た

10

は
藍
色
で
極
薄
く
印
刷
し
て
帳
面
と
し
て
綴
る
。

日
記
帳
で
も
大
帳
【
元
帳
】
で
も
実
際
に
取
引
を
記
入
す
る
際
に
は
、
本
書
の
雛
形
の

墨
の
線
の
例
に
従
っ
て
薄
い
朱
色
の
罫
線
の
上
に
一
回
一
回
墨
で
線
を
引
く
よ
う
に
す
る

べ
き
で
あ
る
。

西
洋
の
『
帳
合
之
法
』
は
皆
こ
の
よ
う
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
西
洋
の
帳
場
に
は
必
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ず
罫
線
を
引
く
道
具
を
備
え
て
い
る
。
日
本
の
店
で
厚
さ
一
尺
余
り
【
約
三
十
セ
ン
チ
】

も
あ
る
大
福
帳
（
注

）
に
、
子
供
が
書
く
清
書
の
よ
う
に
大
き
な
字
で
記
帳
す
る
こ
と

11

と
は
大
い
に
趣
を
異
に
し
て
い
る
。

（
注

)

『
西
の
内
』
「
西
の
内
紙
」
の
略
で
、
日
本
紙
（
和
紙
）
の
一
種
。
茨
城
県
諸
富

10

野
村
西
野
内
で
生
産
さ
れ
、
明
治
以
降
選
挙
投
票
用
紙
に
使
わ
れ
て
い
た
。
当

時
は
美
濃
紙
と
と
も
に
日
本
紙
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
っ
た
投
票
用
紙
に
使
用

さ
れ
な
く
な
っ
た
大
正
十
一
年
を
さ
か
い
に
生
産
激
減
し
、
現
在
で
は
歴
史
的

な
存
在
と
な
っ
た
。

（
『
平
凡
社
世
界
大
百
科
事
典
』
か
ら
要
約
）

（
注

）
江
戸
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
の
こ
ろ
ま
で
一
般
に
用
い
ら
れ
た
帳
簿
の
一
種
。

11

当
時
の
帳
簿
は
お
お
よ
そ
、
大
福
帳
・
買
帳
・
売
帳
・
金
銀
出
入
帳
・
判
取
帳

・
注
文
帳
・
荷
物
渡
帳
の
七
種
に
大
別
さ
れ
た
。
大
福
帳
は
売
買
両
帳
及
び
金

銀
出
入
帳
を
総
括
す
る
も
の
で
大
帳
と
も
呼
ば
れ
た
。
今
日
の
得
意
先
元
帳
が

こ
れ
に
あ
た
る
。

（
『
平
凡
社
世
界
大
百
科
事
典
』
か
ら
要
約
）

一
、
本
書
は
原
書
の
直
訳
で
あ
る
が
、
外
国
人
の
姓
名
を
直
訳
し
て
は
日
本
人
に
は
聞
き
慣

れ
な
い
の
で
混
乱
を
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
、
仮
に
日
本
の
普
通
の
町
人

の
名
前
を
使
っ
て
何
屋
何
屋
と
記
し
た
。

一
、
取
引
商
品
名
も
日
本
人
に
聞
き
慣
れ
な
い
稀
な
物
は
他
の
品
と
入
れ
替
え
た
の
で
、
あ
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る
い
は
値
段
な
ど
不
適
当
な
点
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
尺
と
記
入
し
た
の
は
原

書
の
「
ヤ
ア
ル
ド
」
（
注

）
の
字
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
ヤ
ア
ル
ド
は
我
が
国
の

12

曲
尺
（
注

）
で
い
う
三
尺
に
当
た
る
。
よ
っ
て
、
本
書
中
に
一
尺
と
あ
る
の
は
実
は
三

13

尺
の
こ
と
で
あ
る
。

（
注

）
『
ヤ
ア
ル
ド
』
「
ヤ
ー
ド
」
の
こ
と
。

12

（
注

）
『
曲
尺
』
（
か
ね
じ
ゃ
く
）
金
属
で
造
ら
れ
た
こ
と
か
ら
い
う
。
形
が
矩
形
即
ち
直

13
角
に
曲
が
っ
た
も
の
さ
し
。
「
ま
が
り
が
ね
」
「
か
ね
ざ
し
」
と
も
い
う
。

（
『
広
辞
苑
』
か
ら
要
約
）

一
、
原
書
に
あ
る
「
シ
ン
グ
ル
・
エ
ン
タ
リ
」
の
こ
と
を
本
書
で
は
略
式
と
訳
し
、
「
ド
ウ

ブ
ル
・
エ
ン
タ
リ
」
を
本
式
と
訳
し
た
が
、
こ
の
訳
は
本
来
の
意
味
に
適
う
も
の
で
は
な

い
。
「
シ
ン
グ
ル
・
エ
ン
タ
リ
」
と
は
一
重
に
記
入
す
る
と
い
う
意
味
。
「
ド
ウ
ブ
ル
・

エ
ン
タ
リ
」
と
は
二
重
に
記
入
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

第
二
編
の
総
論
で
も
触
れ
る
が
、
「
ド
ウ
ブ
ル
・
エ
ン
タ
リ
」
は
同
じ
金
額
の
借
貸
を

大
帳
へ
二
重
に
も
三
重
に
も
記
録
し
、
借
貸
互
い
に
平
均
す
る
方
法
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ

う
に
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
方
法
を
「
一
重
扣
ノ
式
」
（
注

）
、

14

「
二
重
扣
ノ
式
」
（
注

）
な
ど
と
翻
訳
す
れ
ば
原
書
の
意
味
に
合
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

15

口
調
が
悪
く
日
常
使
う
の
に
不
便
な
の
で
、
無
理
を
承
知
で
略
式
、
本
式
と
訳
し
た
。
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（
注

）
『
一
重
扣
ノ
式
』
（
い
ち
じ
ゅ
う
こ
う
の
し
き
）
「
単
式
簿
記
」
の
こ
と
。

14

（
注

）
『
二
重
扣
ノ
式
』
（
に
じ
ゅ
う
こ
う
の
し
き
）
「
複
式
簿
記
」
の
こ
と
。

15

明
治
六
年
二
月
十
日
訳
者
記
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帳
合
之
法

巻
之
一

福
澤
諭
吉

訳

第
一
編

略
式
【
単
式
簿
記
】

総

論

（
注

）
16

一

ど
ん
な
学
問
で
あ
っ
て
も
そ
の
本
質
を
知
ろ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
学
問
の
由
来
を
調

べ
、
い
か
な
る
経
緯
で
発
達
し
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

二

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
『
帳
合
の
学
問
』
（
注

）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ

17

も
そ
も
帳
合
の
学
問
は
数
学
の
一
分
野
で
あ
る
の
で
、
学
者
も
こ
れ
を
軽
蔑
す
る
理
由
に

は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
由
来
を
調
べ
て
み
る
と
、
昔
か
ら
学
校
に
お
い
て
は
と
か

く
こ
の
学
問
を
重
視
せ
ず
、
他
の
難
し
い
学
問
と
同
様
に
取
り
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
は
心

得
違
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
注

）
こ
の
現
代
語
訳
書
三
十
二
頁
『
本
文
の
問
題
点
』
で
指
摘
す
る
事
項
の
番
号

16

に
一
致
す
る
。
以
下
同
様
。
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（
注

）
凡
例
で
は
、
「
帳
簿
モ
一
種
ノ
学
問
」
と
し
て
い
る
が
、
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で

17

は
「
帳
合
も
学
問
な
り
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

（
岩
波
文
庫
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

頁
）

20

三

つ
ま
り
、
「
帳
合
」
が
日
頃
大
変
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ず
、
大
切
な
学
問

と
し
て
認
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
を
誤
っ
て
心
得
違
い
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
に
、
世
間
の
人
は
こ
の
よ
う
に
き
れ
い
ご
と
で
考
え
て
い
る
の
が
現
実
で
あ

る
。
こ
の
「
帳
合
之
法
」
を
少
し
も
知
ら
ず
、
い
た
ず
ら
に
、
昔
の
方
法
で
問
題
を
解
決

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
将
棋
の
指
し
手
を
工
夫
し
、
苦
労
し
て
自
分
で
は
そ
れ

を
良
と
し
、
他
人
も
こ
れ
を
誉
め
讃
え
、
博
識
の
名
を
得
て
、
恥
ず
か
し
く
も
な
く
生
涯

得
意
と
な
っ
て
こ
の
世
を
渡
っ
て
い
る
人
が
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
仕
事
で
は
さ
さ
い

な
一
つ
一
つ
の
こ
と
を
判
断
す
る
に
も
す
っ
か
り
困
っ
て
し
ま
い
、
本
来
の
決
め
ら
れ
た

方
法
で
借
貸
の
様
子
を
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
が
多
い
。

人
間
に
こ
の
よ
う
な
理
解
し
が
た
い
面
の
あ
る
こ
と
は
実
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

今
こ
の
本
を
見
て
、
「
帳
合
」
は
実
利
的
な
学
問
で
あ
り
、
商
人
の
仕
事
に
近
い
と
言
い
、

店
先
の
臭
気
さ
え
漂
っ
て
い
る
と
言
っ
て
大
樽
を
取
り
扱
う
こ
と
は
風
流
で
な
い
と
し
、

筵
包
の
運
送
は
殺
風
景
だ
と
し
て
こ
れ
を
賤
し
む
の
は
大
き
な
了
見
違
い
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
こ
の
学
問
【
帳
合
】
を
軽
ん
じ
て
き
た
が
た
め
に
、
そ
れ
が
い
つ
の
時
代
か
ら
行

わ
れ
て
き
た
か
を
知
る
由
も
な
く
、
た
だ
こ
れ
を
推
察
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
昔
か
ら
確

か
に
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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諺
に
曰
く
、
「
拠
り
所
な
き
こ
と
こ
そ
工
夫
の
母
な
り
」
と
。
す
べ
て
世
の
学
問
は
吟

味
、
詮
索
と
工
夫
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
学
問
は
「
拠
り
所
な

き
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
子
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
右
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、

結
局
は
帳
合
の
学
問
も
拠
り
所
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
言
え
、
世
間
一
般
に
や
む
を
得
ず
し
て
こ
の
学
問
を
日
常
的
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
重
要
性
を
認
識
す
る
べ
き
で
あ
る
。

四

人
の
こ
の
世
を
渡
る
有
様
を
形
容
し
て
言
え
ば
、
不
足
不
自
由
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
世
の
中
の
工
夫
と
い
う
の
は
、
こ
の
不
足
不
自
由
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、
こ
れ
は
人
間
の
拠
り
所
の
な
い
仕
事
で
あ
る
。

五

こ
の
拠
り
所
の
な
い
こ
と
か
ら
稼
ぐ
方
法
も
考
え
ら
れ
、
倹
約
の
心
も
生
ま
れ
、
芸
術

の
発
展
を
助
け
、
文
明
の
基
礎
を
開
く
こ
と
と
な
る
。

六

人
生
の
不
自
由
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
は
、
よ
く
考
え
怠
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
地
球
上

の
産
物
を
も
っ
て
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
地
の
大
い
な
る
仕
掛
け
で
あ
る
。
同

時
に
、
人
々
の
考
え
方
を
い
ろ
い
ろ
詮
索
し
て
、
そ
の
解
決
方
法
を
考
え
て
も
切
り
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。

七

人
の
不
足
不
自
由
を
考
え
て
い
ろ
い
ろ
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
満
足

さ
せ
る
方
策
も
大
変
多
い
。
あ
る
職
業
と
別
の
職
業
が
互
い
に
依
存
し
あ
う
こ
と
は
、
た

だ
単
に
倹
約
の
方
策
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
自
ら

の
額
に
汗
し
て
自
ら
の
食
を
得
る
こ
と
は
天
の
法
則
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
法
則
が
決

め
ら
れ
た
と
き
か
ら
、
自
ら
職
を
得
て
富
を
得
る
道
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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八

土
地
を
耕
す
者
の
産
物
は
飢
え
の
不
自
由
を
満
足
さ
せ
、
反
物
を
織
る
者
の
産
物
は
人

の
身
体
を
被
う
。
細
工
を
す
る
人
の
産
物
は
人
の
風
情
を
悦
ば
し
、
学
者
は
人
の
心
を
養

い
、
説
法
す
る
人
は
人
の
精
神
を
開
き
、
人
足
は
荷
物
を
担
い
で
人
の
肩
を
軽
く
す
る
等
、

各
々
互
い
に
依
存
し
て
、
あ
る
い
は
、
心
を
慰
め
、
あ
る
い
は
、
身
体
を
快
く
し
て
人
々

の
不
足
不
自
由
を
満
足
さ
せ
る
。

九

こ
の
よ
う
に
人
々
が
互
い
に
快
適
に
生
活
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
こ
こ
に
経
済
の

大
原
則
を
定
め
、
そ
の
方
法
を
実
行
す
る
。
そ
の
経
済
の
大
原
則
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ

れ
は
商
業
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

十

こ
の
取
引
を
便
利
に
す
る
た
め
に
は
、
値
段
を
付
け
て
商
売
で
取
り
扱
う
商
品
そ
の
も

の
の
価
値
の
上
下
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一

商
品
の
価
値
を
決
め
る
に
は
、
普
通
、
金
と
銀
を
使
う
。
こ
の
金
銀
は
取
引
を
行
う

た
め
に
も
使
う
。
進
ん
で
い
る
国
々
で
は
金
銀
を
適
当
に
入
れ
て
貨
幣
を
造
り
、
そ
の
価

を
示
す
た
め
に
極
印
を
押
し
て
証
拠
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
金
貨
、
銀
貨
を
使
っ
た
り
、

そ
の
価
値
を
印
刷
【
紙
幣
】
し
て
商
取
引
に
便
利
に
使
っ
て
い
る
。

十
二

「
帳
合
の
学
問
」
は
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
大
変
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
番

大
切
な
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
取
引
の
記
録
を
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

も
し
、
こ
の
記
録
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
取
引
を
す
る
度
に
そ
の
都
度
金
銭
を

使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
今
、
こ
こ
に
帳
簿
の
付
け
方
の
一
例
を
示
せ
ば
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

例
え
ば
、
こ
こ
に
八
兵
衛
と
い
う
百
姓
と
山
城
屋
と
い
う
織
物
屋
が
隣
同
士
に
住
ん
で
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い
た
と
す
る
。
八
兵
衛
の
作
っ
た
穀
物
は
自
分
の
家
族
を
養
う
上
で
、
ま
た
、
隣
の
家
族

を
養
う
こ
と
に
も
多
す
ぎ
る
。
隣
の
山
城
屋
で
織
っ
た
反
物
も
多
く
、
自
分
の
家
や
隣
の

二
軒
の
家
に
と
っ
て
も
十
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
八
兵
衛
も
山
城
屋
も
そ
れ

ぞ
れ
余
っ
た
も
の
を
持
ち
出
し
て
食
料
や
着
物
を
商
品
と
し
て
売
れ
ば
簡
単
な
こ
と
で
あ

る
。

十
三

こ
の
程
度
の
取
引
に
お
い
て
は
記
録
を
し
て
お
く
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
が
、
且
つ
ま

た
、
世
の
中
の
商
業
活
動
に
お
い
て
、
こ
の
程
度
の
取
引
で
終
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ん

な
に
愚
か
な
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
帳
簿
を
見
て
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
今
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
る
。

例
え
ば
、
山
城
屋
に
お
い
て
米
が
必
要
と
な
り
、
隣
家
の
余
っ
た
米
を
得
よ
う
と
し
て

も
、
丁
度
そ
の
時
に
自
分
の
家
に
余
っ
た
品
物
【
反
物
】
が
な
く
て
、
米
と
交
換
す
る
方

法
が
な
い
。
八
兵
衛
に
「
自
分
の
家
で
は
今
米
が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
換
わ

っ
て
反
物
を
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
、
自
分
を
信
用
し
て
貸
し
て
も
ら
え
る
の
で

あ
れ
ば
、
今
自
分
が
作
っ
て
い
る
反
物
の
で
き
あ
が
り
次
第
す
ぐ
そ
の
品
物
を
渡
す
こ
と

が
出
来
る
。
」
と
言
う
と
、
八
兵
衛
は
そ
れ
を
承
知
し
て
山
城
屋
に
米
を
送
っ
て
、
双
方

の
間
に
約
束
【
取
引
】
が
成
立
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
八
兵
衛
と
い
う
人
が
生
ま
れ
つ
き
非
常
に
記
憶
の
良
い
人
で
あ
れ
ば
、

こ
の
約
束
を
覚
え
て
い
て
隣
の
山
城
屋
に
貸
し
が
あ
っ
て
、
ど
れ
程
か
の
反
物
を
何
月
何

日
に
受
け
取
る
は
ず
で
あ
る
と
の
こ
と
を
常
に
忘
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

十
四

し
か
し
、
世
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
記
憶
の
良
い
人
は
あ
ま
り
い
な
い
し
、
八
衛
兵
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で
も
こ
の
約
束
を
い
つ
も
自
分
の
胸
に
記
憶
し
て
お
く
こ
と
は
不
安
で
あ
り
、
ま
た
、
隣

の
主
人
の
記
憶
の
み
に
頼
る
こ
と
も
安
心
し
て
い
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
何
か
形
の
あ
る

も
の
を
作
っ
て
後
日
品
物
を
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
証
拠
と
す
れ
ば
、
た
と
え
以
前
の

約
束
を
忘
れ
て
も
、
あ
る
い
は
、
そ
の
約
束
を
し
た
こ
と
に
関
係
し
た
本
人
が
居
な
く
て

も
、
そ
の
証
拠
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
お
互
い
の
た
め
に
便
利
で
あ
る
。
即
ち
、

そ
の
証
拠
と
は
書
面
に
書
か
れ
た
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
で
約
束
を
し
た
人
と
し
て
定
め
た

相
手
は
山
城
屋
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

十
五

従
っ
て
、
八
衛
兵
の
方
で
記
録
し
て
お
く
方
法
と
し
て
は
、
帳
簿
に
山
城
屋
の
名
前

を
記
入
し
て
、
そ
の
後
に
取
引
の
内
容
を
書
き
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は

左
記
の
通
り
で
あ
る
。

山
城
屋

八
衛
兵
よ
り
米
何
俵
買
い
取
り
、
そ
の
値
段
は
金
十
円
で
あ
る
。
こ
の
代
わ
り
と
し
て

何
月
何
日
織
物
何
反
渡
す
旨
約
束
す
る
。

〔
訳
者
注
〕
日
本
流
の
帳
簿
な
の
で
、
八
衛
兵
の
帳
面
に
は
八
衛
兵
を
主
人
と
し
て
山
城

屋
を
相
手
に
文
を
書
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
帳
簿
の
書
き
方
も
自
ず
か
ら
八
衛
兵
の

言
葉
と
な
る
。
例
え
ば
、
米
何
俵
山
城
屋
に
売
り
、
そ
の
値
段
云
々
・
・
と
記
入
す

る
。
し
か
し
、
西
洋
流
の
帳
簿
で
は
、
八
衛
兵
の
帳
面
に
山
城
屋
と
口
取
り
を
設
け
、

そ
の
名
前
の
下
に
取
引
の
様
子
を
記
録
す
る
。
あ
た
か
も
他
人
が
書
い
た
よ
う
な
文
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言
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
流
と
西
洋
流
と
の
帳
簿
の
付
け
方
の
異
な
る
一
例
で
あ
る
。

従
っ
て
、
西
洋
流
の
帳
簿
を
見
て
、
山
城
屋
で
も
大
和
屋
で
も
人
の
名
前
が
あ
っ
て

そ
の
下
に
借
貸
の
記
録
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
名
前
の
人
が
引
き
受
け
た
借
貸
の

様
子
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
借
」
は
そ
の
名
前
の
人
の
「
借
」
で
あ

り
、
帳
簿
を
付
け
て
い
る
人
の
「
貸
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
貸
」
は
そ
の
名
前
の

人
の
「
貸
」
で
あ
り
、
帳
簿
を
付
け
て
い
る
人
の
「
借
」
で
あ
る
。

十
六

右
の
よ
う
に
記
載
し
て
お
け
ば
事
柄
の
次
第
が
明
白
で
あ
り
、
八
衛
兵
に
と
っ
て
も

自
分
所
有
の
も
の
を
他
人
の
手
に
貸
し
渡
し
た
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
証
拠
と
な
る
。
も

し
、
こ
の
種
の
約
束
が
い
ず
れ
も
皆
こ
の
よ
う
に
複
雑
で
な
け
れ
ば
、
特
に
簡
略
な
記
録

の
取
り
方
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。

十
七

し
か
し
、
人
々
の
取
引
は
大
変
多
い
の
で
、
例
え
ば
、
八
衛
兵
も
山
城
屋
の
み
を
相

手
に
す
る
と
は
限
ら
ず
、
他
の
人
々
に
借
貸
の
約
束
が
あ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
時

の
帳
簿
の
付
け
方
に
お
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
て
手
数
を
省
く
方
法
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

十
八

右
の
「
記
録
」
と
し
て
書
い
た
こ
と
は
、
た
だ
、
山
城
屋
が
八
衛
兵
に
対
し
て
代
金

十
円
の
反
物
を
借
り
た
と
い
う
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

十
九

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
か
変
わ
っ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
借
り
を
残

ら
ず
返
す
こ
と
、
少
し
返
す
こ
と
、
残
ら
ず
返
し
て
余
分
に
品
物
を
渡
す
こ
と
、
あ
る
い

は
、
少
し
も
返
さ
ず
、
重
ね
て
ま
た
借
り
る
こ
と
な
ど
こ
れ
以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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二
十

従
っ
て
、
人
に
物
を
貸
し
て
取
り
引
き
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
、
二
つ
の
事
が

あ
る
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
借
り
る
と
借
り
ら
れ
る
【
貸
す
】
の
二
つ
の
こ
と
だ
け
で
あ

る
。

二
十
一

こ
の
二
つ
の
こ
と
は
、
ど
う
考
え
て
も
相
対
し
、
相
反
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

両
者
に
と
っ
て
相
同
じ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
互
い
に
相
殺
し
て
何
も
な
い
に
等
し
い
こ
と

で
あ
る
。

二
十
二

従
っ
て
、
こ
の
相
反
し
た
両
者
の
項
目
を
、
そ
の
こ
と
に
関
係
す
る
人
の
名
前
の

下
に
記
載
し
て
、
そ
の
事
柄
を
明
ら
か
に
し
、
一
目
で
両
者
の
釣
り
合
い
が
判
る
よ
う
書

き
留
め
て
お
く
こ
と
は
簡
単
な
事
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
左
に
示
す
。

借

山

城

屋

貸

一
月

二

日

米

十
俵

一
○

一
月

十
五

大
巾
羅
紗

一
丈

一
○

三
月

一

日

麦

十
五
俵

一
二

五
○

＊

＊

現
金

五

（
注

）
右
帳
簿
内
の
＊
印
の
と
こ
ろ
は
何
故
か
空
欄
と
な
っ
て
い
る
。
後
の
資
料
か
ら

18

四
月
一
日
の
取
引
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
ま
た
、
『
羅
紗
』
（
ラ
シ
ャ
）
は
羊
毛

で
地
の
厚
い
毛
織
物
。
『
一
丈
』
は
長
さ
の
単
位
。
十
尺
、
三
○
、
三
ｍ
で
あ
る
。
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な
お
、
原
本
で
は
日
付
の
欄
は
横
書
き
で
右
か
ら
左
に
書
い
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
読
み
易
く
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
縦
書
き
と
し
た
。

こ
の
書
き
方
は
要
領
よ
く
簡
略
な
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
し
く
て
実
用
に
か
な
う
も
の
で

あ
る
。

二
十
三

こ
れ
を
「
勘
定
書
」
と
名
付
け
る
。
即
ち
、
こ
の
帳
簿
の
通
り
で
あ
る
。

二
十
四

山
城
屋
と
の
取
引
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
十
五

帳
簿
を
上
下
二
段
に
分
け
、
上
段
に
は
山
城
屋
が
当
店
【
八
衛
兵
】
に
対
し
て
同

人
の
借
り
た
金
額
を
記
入
し
、
下
段
に
は
当
店
が
山
城
屋
に
対
し
て
借
り
た
金
額
を
記
入

す
る
。

二
十
六

従
っ
て
、
双
方
の
額
を
差
し
引
き
し
て
過
不
足
を
見
れ
ば
、
そ
の
過
不
足
は
当
店

が
山
城
屋
に
貸
し
た
こ
と
と
な
る
か
、
ま
た
は
、
山
城
屋
が
当
店
へ
貸
し
た
こ
と
と
な
る
。

そ
の
他
の
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
山
城
屋
が
当
店
に
借
り
た
金
額
の
方
が
、
当
店
が
山
城

屋
に
借
り
た
金
額
よ
り
も
多
け
れ
ば
、
そ
の
差
額
は
当
店
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
当

店
の
資
産
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
当
店
が
山
城
屋
に
借
り
た
金
額
が
、
山
城
屋

が
当
店
に
借
り
た
金
額
よ
り
も
多
け
れ
ば
、
そ
の
差
し
引
き
金
額
は
山
城
屋
の
も
の
で
あ

り
、
即
ち
、
山
城
屋
の
資
産
で
あ
り
、
当
店
の
借
り
で
あ
る
。
右
の
「
勘
定
書
」
に
記
入

し
た
事
柄
を
説
明
す
れ
ば
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

二
十
七

即
ち
、
一
月
二
日
、
山
城
屋
が
当
店
か
ら
十
円
で
米
を
購
入
し
、
そ
の
代
金
は
支

払
わ
な
か
っ
た
。
同
月
十
五
日
、
大
巾
の
羅
紗
一
丈
を
当
店
に
売
却
す
る
。
そ
の
代
金
は
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先
の
借
り
を
支
払
う
た
め
に
は
十
分
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
勘
定
書
」
の
上
下
に
記
入
し

た
金
額
は
同
額
で
あ
り
、
差
し
引
き
の
過
不
足
は
な
く
、
同
時
に
同
額
の
取
引
を
し
た
こ

と
と
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
、
三
月
一
日
に
山
城
屋
は
十
二
円
五
十
銭
で
麦
十
五
俵
を
当
店
か
ら
購
入
し
た
が
、

そ
の
時
に
代
金
を
支
払
わ
ず
、
四
月
一
日
に
な
っ
て
現
金
五
円
を
当
店
に
支
払
っ
た
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
城
屋
の
勘
定
に
は
十
二
円
五
十
銭
と
五
円
と
を
差
し
引
き
し
て
、

そ
の
差
額
が
不
足
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
山
城
屋
は
当
店
に
対
し
て
七
円
五
十
銭
の
借

り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

右
の
こ
と
か
ら
、
当
店
は
目
に
見
え
る
形
で
書
き
付
け
の
証
拠
が
で
き
、
物
を
失
う
こ

と
は
な
い
。
も
し
、
こ
の
帳
簿
を
使
わ
ず
、
た
だ
記
憶
の
み
に
頼
っ
て
い
る
と
、
時
に
は

こ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
る
。

〔
訳
者
注
〕
第
六
頁
（
注

）
の
注
に
も
書
い
た
が
、
西
洋
流
の
帳
簿
で
は
取
引
先
の
名

19

前
を
記
入
し
て
、
そ
こ
に
借
貸
の
様
子
を
記
録
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
流
の
帳

簿
に
慣
れ
た
人
に
は
ち
ょ
っ
と
紛
ら
わ
し
く
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
文
の
山
城

屋
の
勘
定
書
に
お
い
て
、
上
の
段
に
「
借
」
と
記
し
、
下
の
段
に
「
貸
」
と
記
し
た

の
は
、
山
城
屋
の
「
借
貸
」
で
あ
り
、
こ
の
帳
簿
の
主
人
に
と
っ
て
は
上
段
は
「
貸
」

で
あ
り
、
下
段
は
「
借
」
で
あ
る
。
日
本
人
に
解
り
や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ

を
「
出
」
と
「
入
」
と
に
書
き
換
え
、
「
借
」
の
と
こ
ろ
を
「
出
」
と
し
、
「
貸
」

の
と
こ
ろ
を
「
入
」
と
す
れ
ば
、
当
店
か
ら
金
が
出
、
当
店
に
金
が
入
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
初
心
者
に
も
良
く
解
る
と
思
う
。
訳
者
に
も
そ
の
考
え
が
な
き
に
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し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
色
々
考
え
て
み
る
に
付
け
、
昨
今
外
国
と
の
交
易
が
次
第
に
増

加
し
て
、
外
国
人
と
の
取
引
が
益
々
増
え
る
に
従
っ
て
、
帳
簿
の
付
け
方
も
外
国
と

同
じ
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
必
ず
大
き
な
障
害
が
生
じ
る
と
考
え
て
、
わ
ざ
わ
ざ
原

書
の
ま
ま
に
直
訳
し
て
、
「
借
」
の
と
こ
ろ
に
は
「
借
」
と
記
入
し
、
「
貸
」
の
と

こ
ろ
に
は
「
貸
」
と
記
し
た
。

ま
た
、
「
十
円
」
と
記
入
す
べ
き
と
こ
ろ
に
「
一
○
」
と
記
し
、
「
十
二
円
五
十

銭
」
の
と
こ
ろ
に

「
一
二
、
五
○
」
と
記
し
た
。
こ
れ
も
西
洋
流
の
書
き
方
で
あ

る
。
す
べ
て
金
額
の
数
字
を
記
入
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
金
額
の
位
の
場
所
を
決
め

て
、
円
の
位
の
と
こ
ろ
に
「
一
○
」
と
あ
れ
ば
十
円
で
あ
り
、
「
一
二
」
と
あ
れ
ば

十
二
円
で
あ
る
。
「
一
○
○
」
と
ゼ
ロ
を
二
つ
付
け
れ
ば
百
円
、
「
一
○
○
○
」
と

三
つ
付
け
れ
ば
千
円
で
あ
る
。
銭
の
位
の
と
こ
ろ
に
「
五
○
」
と
あ
れ
ば
五
十
の
意

味
で
あ
り
、
五
十
銭
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
詳
し
く
は
「
凡
例
」
を
見
て
ほ
し
い
。
こ
れ
も
初
心
者
の
人
に
は
解
り
に

く
い
と
思
う
が
、
そ
の
内
に
西
洋
流
に
な
っ
て
い
く
世
の
中
で
あ
る
か
ら
最
初
か
ら

思
い
切
っ
て
そ
の
よ
う
に
し
た
。

念
の
た
め
、
こ
の
山
城
屋
の
勘
定
書
を
日
本
流
に
記
入
し
て
左
に
示
す
の
で
、
両

方
を
比
べ
て
方
法
の
異
な
る
と
こ
ろ
を
知
る
と
良
い
。
日
本
流
で
は
帳
簿
を
横
向
き

に
使
い
、
上
段
下
段
の
区
別
は
な
く
、
帳
面
に
口
取
り
と
い
う
も
の
を
付
け
る
。
例

え
ば
、
山
城
屋
の
と
こ
ろ
を
開
い
て
み
る
と
左
の
よ
う
に
記
載
し
て
あ
る
。
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山

城

屋

一
月
二
日

出
金

十
円

米
十
俵
代
貸
し

十
五
日

入
金

十
円

羅
紗
一
丈
引
き
取
り
代

三
月
一
日

出
金

十
二
円
五
十
銭

麦
十
五
俵
代
貸
し

四
月
一
日

入
金

五
円

現
金
精
算

右
の
よ
う
に
横
に
長
く
書
い
て
、
差
し
引
き
す
る
時
に
は
「
出
」
と
「
入
」
と
を

一
つ
一
つ
拾
い
出
し
て
計
算
す
る
の
が
日
本
流
の
原
則
で
あ
る
。

（
注

）
『
第
六
頁
』
こ
の
現
代
語
訳
本
で
は
十
六
頁
。

19

二
十
八

右
の
よ
う
な
場
合
、
両
者
の
間
で
取
引
を
行
い
、
一
方
が
そ
の
品
物
を
す
ぐ
に
渡

さ
ず
時
を
経
て
か
ら
渡
す
場
合
は
、
そ
の
こ
と
を
書
き
留
め
て
記
録
を
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。



- 1-24 -

二
十
九

『
帳
合
之
法
』
と
は
、
即
ち
、
こ
の
「
記
録
」
を
元
に
し
て
便
利
に
使
う
こ
と
で

あ
る
。
前
述
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
次
の
こ
と
が
よ
く
解
る
だ
ろ
う
。

三
十

即
ち
、
勘
定
書
は
上
下
二
段
に
分
け
る
。

三
十
一

上
を
「
借
」
と
名
付
け
、
下
を
「
貸
」
と
名
付
け
る
。

三
十
二

「
借
」
の
方
へ
は
そ
の
名
前
の
人
が
当
店
に
借
り
た
金
額
を
記
入
す
る
。

三
十
三

「
貸
」
の
方
へ
は
そ
の
人
に
対
す
る
当
店
の
借
り
を
記
入
す
る
。

三
十
四

「
借
」
の
方
が
多
け
れ
ば
、
そ
の
多
い
分
だ
け
当
店
が
貸
し
た
金
額
で
あ
る
。

三
十
五

「
貸
」
の
方
が
多
け
れ
ば
、
そ
の
多
い
差
額
は
当
店
が
借
り
て
い
る
金
額
で
あ
る
。

三
十
六

従
っ
て
、
「
借
」
の
方
に
余
っ
た
金
額
は
、
こ
れ
を
当
店
の
財
産
、
又
は
、
資
産

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
十
七

「
貸
」
の
方
に
余
っ
た
金
額
は
、
こ
れ
を
当
店
の
借
金
、
又
は
、
負
債
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

三
十
八

遠
い
昔
、
『
帳
合
之
法
』
が
初
め
て
行
わ
れ
た
頃
は
、
商
取
引
を
す
る
時
に
前
述

し
た
勘
定
書
を
用
い
れ
ば
不
自
由
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

三
十
九

そ
の
時
代
に
は
、
売
買
の
規
模
も
小
さ
く
て
、
た
だ
そ
の
「
出
入
」
「
借
貸
」
を

帳
簿
に
記
入
し
て
、
人
の
記
憶
に
頼
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
差
し
支
え
な
か
っ
た
。

四
十

し
か
し
な
が
ら
、
世
の
中
の
商
取
引
が
次
第
に
大
き
く
な
り
、
手
広
く
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
そ
の
取
引
に
つ
い
て
日
々
起
き
る
こ
と
を
書
き
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

四
十
一

従
っ
て
今
、
普
通
の
商
家
で
は
必
ず
日
記
帳
を
作
り
、
毎
日
の
取
引
に
つ
い
て
そ
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の
事
柄
を
そ
の
時
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
記
入
し
て
お
く
よ
う
に
な
っ
た
。
今
、
こ
こ
に
日

記
帳
と
大
帳
の
付
け
方
を
一
例
と
し
て
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

明

治

六

年

日

記

帳
（
注

）
20

東
京
三
田

一
月
三
十
日

福
澤
屋
諭
吉

一
月

三
十
日

大
和
屋

借

大
幅
羅
紗

五
尺

単
価

四
、
○
○
銭
也

二
○

御
絽
（
注

）
一
丈

単
価

一
、
五
○
銭

一
五

21

黒
羽
二
重

三
丈

単
価

一
、
二
五
銭

三
七

五
○

フ
ラ
ン
ネ
ル

二
丈
五
尺

単
価

五
○
銭

一
二

五
○

黒
地
形
付
絹

一
丈

単
価

一
、
五
○
銭

一
五

小
幅
羅
紗

五
尺

単
価

三
、
○
○
銭

一
五

一
一
五

二
月

一

日

大
和
屋

貸
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掛
け
代
金
回
収

七
五

右
に
記
録
し
た
日
記
帳
の
記
載
事
項
を
、
大
帳
へ
写
す
た
め
の
書
き
方
は
左
記
の
と
お

り
で
あ
る
。
大
帳
と
は
掛
け
取
引
を
帳
簿
に
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

大

帳
【
元
帳
】（
注

）
22

借

大
和
屋

貸

一
月

三
十
日

商
品

一
一
五

二
月

一

日

掛
け
代
金
回
収

七
五

（
注

）
『
日
記
帳
』
毎
日
の
取
引
を
記
帳
す
る
帳
簿
。

20

（
注

）
『
御
絽
』
（
ご
ろ
）
「
絽
」
を
丁
寧
に
言
っ
た
も
の
。
無
地
の
絹
織
物
。
『
黒
羽
二

21

重
』
（
く
ろ
は
ぶ
た
え
）
黒
地
の
肌
触
り
の
よ
い
絹
織
物
。

（
注

）
『
大
帳
』
は
『
元
帳
』
と
し
た
が
、
現
在
の
売
掛
金
（
得
意
先
）
元
帳
と
買
掛
金

22



- 1-27 -

（
仕
入
先
）
元
帳
を
合
わ
せ
た
も
の
。
人
名
勘
定
口
座
。

な
お
、
帳
簿
名
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
原
本
の
名
称
で
表
記
す
る
。
但
し
、

文
中
に
お
い
て
現
在
の
帳
簿
名
の
方
が
解
り
や
す
い
時
は
、
（
注
）
を
入
れ
ず
に

現
在
使
わ
れ
て
い
る
帳
簿
名
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。

四
十
二

日
記
帳
の
便
利
な
こ
と
は
二
点
あ
る
。
第
一
に
、
毎
日
の
商
取
引
を
記
載
し
て
お

け
ば
取
引
の
順
番
を
間
違
わ
な
い
。
こ
れ
が
第
一
の
利
点
で
あ
る
。
日
記
帳
に
商
取
引
を

詳
し
く
記
載
し
て
お
け
ば
、
大
帳
に
は
た
だ
そ
の
勘
定
の
み
を
写
し
、
手
数
を
省
い
て
簡

略
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
第
二
の
便
利
な
点
で
あ
る
。

四
十
三

単
式
簿
記
に
お
け
る
日
記
帳
と
大
帳
に
は
、
た
だ
他
店
を
相
手
に
し
た
商
取
引
を

記
載
す
る
だ
け
で
あ
る
。

四
十
四

し
か
し
、
詳
し
く
書
く
人
は
、
現
金
の
出
し
入
れ
、
他
店
名
義
の
手
形
の
受
け
渡

し
、
自
分
の
手
形
の
振
り
出
し
、
そ
の
手
形
の
引
き
替
え
等
、
あ
る
い
は
、
他
店
に
関
係

の
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
詳
細
に
こ
れ
を
書
き
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十
五

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
記
録
す
る
た
め
に
は
、
別
の
種
類
の
帳
簿
が
必
要
で

あ
る
。
左
記
の
例
は
、
そ
の
最
も
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

金
銀
出
入
帳
【
金
銭
出
納
帳
】
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円

銭

円

銭

一
月

一
日

現
金
有
高

三
、
○
○
○

河
内
屋
よ
り
掛
け
代
金
受
取
り

一
五
○

店
諸
費
用
雑
費
帳
の
通
り

一
七
五

和
泉
屋
へ
一
日
限
り
で
貸
す

五
○
○

大
坂
屋
よ
り
商
品
代
金
受
取
り

七
五

伊
賀
屋
よ
り
同
様

一
八

七
五

伊
勢
屋
へ
掛
け
代
金
支
払
い

四
○
○

店
小
売
り
代

一
一
○

手
許
残
金

二
、
二
七
八

七
五

三
、
三
五
三

七
五

三
、
三
五
三

七
五

二
日

繰

越

二
、
二
七
八

七
五

手

形

帳
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請
取
口
手
形
【
受
取
手
形
記
入
帳
】

番

手
形
受
取

指
図
人
又
は

引
受
人
又
は

月
日

日
限

渡
し
日

金

額

結
果

の
月
日

受
取
人

振
出
人

明
治
六

明
治
五

明
治
六

円

銭

明
治
六

一

一
月
一
日

山
城
屋

大
和
屋

十
二
月
一
日

六
十
日

二
月
二
日

五
○
○

二
月
二
日

支
払
い
済

明
治
六

二

一
月
五
日

河
内
屋

和
泉
屋

一
月
五
日

三
十
日

二
月
七
日

一
、
○
○
○

二
月
七
日

支
払
い
済

三

二
月
一
日

大
坂
屋

伊
賀
屋

一
月
十
日

九
十
日

四
月
十
三
日

一
、
五
○
○

四

二
月
十
五
日

伊
勢
屋

志
摩
屋

二
月
十
五
日

六
十
日

四
月
十
七
日

三
○
○
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払
口
手
形
【
支
払
手
形
記
入
帳
】

番

手
形
渡
し

指
図
人
又
は

引
受
人
又
は

月
日

日
限

渡
し
日

金

額

結
果

の
月
日

受
取
人

振
出
人

明
治
六

円

銭

明
治
六

一

一
月
十
二
日

尾
張
屋

当
店

一
月
十
二
日

十
五
日

一
月
三
十
日

一
五
○

一
月
三
十
日

支
払
い
済

二

三
月
一
日

三
河
屋

当
店

三
月
一
日

九
十
日

六
月
二
日

七
五
○

三

三
月
一
日

遠
州
屋

当
店

三
月
一
日

六
十
日

四
月
五
日

三
○
○

〔
訳
者
注
〕
手
形
と
は
為
替
手
形
の
こ
と
を
い
う
。
例
え
ば
、
こ
の
帳
簿
を
駿
河
屋
の
帳

簿
と
す
る
と
、
駿
河
屋
は
兼
ね
て
山
城
屋
及
び
大
和
屋
と
取
引
が
あ
っ
た
。
山
城
屋

か
ら
駿
河
屋
へ
渡
す
金
額
が
五
百
円
あ
る
時
、
山
城
屋
が
手
形
を
発
行
し
て
駿
河
屋

へ
渡
し
、
こ
の
手
形
を
証
拠
と
し
て
五
百
円
を
大
和
屋
か
ら
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
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と
指
図
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
、
山
城
屋
は
指
図
人
で
あ
り
、
大
和
屋
は
引
受

人
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
兼
ね
て
大
和
屋
が
金
五
百
円
を
支
払
い
ま
す
と
い
う
手
形
を
振
り
出

し
て
、
こ
れ
を
山
城
屋
へ
渡
す
こ
と
、
又
は
、
他
店
へ
渡
し
た
手
形
が
巡
り
巡
っ
て

山
城
屋
の
手
に
入
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
山
城
屋
は
こ
の
手
形
の
裏
に
自
分
の
名
前
を

記
入
し
て
こ
れ
を
駿
河
屋
へ
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
駿
河
屋
は
金
五
百
円
の
代
わ
り

に
こ
の
手
形
を
受
け
取
り
、
こ
れ
を
大
和
屋
に
示
せ
ば
代
金
と
引
き
替
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
時
は
、
山
城
屋
は
手
形
の
受
取
人
で
あ
り
、
大
和
屋
は
手
形

の
振
出
人
で
あ
る
。
こ
の
手
形
を
受
取
手
形
と
い
う
。

＊
手
形
記
入
帳
の
最
初
に
あ
る
「
番
」
と
は
、
諸
取
引
先
か
ら
駿
河
屋
が
受
け
取
っ

た
手
形
の
順
番
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊
手
形
受
取
の
月
日
と
は
、
駿
河
屋
が
手
形
を
受
け
取
っ
た
月
日
で
あ
る
。

＊
指
図
人
、
受
取
人
、
引
受
人
、
振
出
人
の
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

＊
月
日
と
は
、
山
城
屋
又
は
大
和
屋
が
手
形
を
振
り
出
し
た
時
の
月
日
で
あ
る
。

＊
日
限
と
は
、
手
形
振
出
日
よ
り
そ
の
金
額
を
渡
す
日
ま
で
の
約
束
期
限
【
満
期
】

で
あ
る
。

＊
渡
し
日
と
は
、
大
和
屋
が
金
額
を
支
払
う
日
で
あ
る
。

＊
金
額
と
は
、
手
形
に
記
載
さ
れ
た
金
額
の
こ
と
で
あ
る
。

＊
結
果
と
は
、
何
月
何
日
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

払
口
手
形
【
支
払
手
形
記
入
帳
】
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
尾
張
屋
が
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為
替
手
形
を
振
り
出
し
て
直
接
駿
河
屋
か
ら
金
額
を
受
け
取
る
と
か
、
又
は
、
こ

の
手
形
を
第
三
者
に
渡
し
て
、
駿
河
屋
か
ら
そ
の
金
額
を
受
け
取
ら
せ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
、
尾
張
屋
は
指
図
人
で
あ
る
。
あ
る
い
は
又
、
駿

河
屋
が
作
成
し
た
手
形
を
尾
張
屋
へ
渡
し
、
こ
れ
を
尾
張
屋
が
裏
書
き
を
し
て
駿

河
屋
へ
返
し
、
そ
の
金
額
を
受
け
取
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
、
尾
張
屋

は
受
取
人
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
金
額
を
支
払
う
人
は
駿
河
屋
で
あ
る
か
ら
、
引
受

人
、
振
出
人
欄
へ
は
「
当
店
」
と
記
入
す
る
。

右
の
こ
と
は
、
単
式
簿
記
で
の
簡
単
な
記
録
の
仕
方
で
あ
る
が
、
取
引
の
記
録
と
し
て
は

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
一
通
り
の
記
入
の
仕
方
と
し
て
は
十
分
で
あ
る
。
こ

の
第
一
編
に
お
い
て
は
単
式
簿
記
の
記
録
の
仕
方
を
記
載
し
、
練
習
を
し
て
か
ら
次
第
に
難

し
い
と
こ
ろ
に
進
ん
で
、
第
二
編
に
説
明
す
る
複
式
簿
記
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
い
。

本
文
の
問
題
点

一

学
問
の
本
当
の
趣
意
を
知
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

二

そ
の
意
味
で
、
「
帳
合
」
が
学
問
と
し
て
価
値
が
あ
る
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。

三

「
帳
合
」
を
他
の
学
問
と
同
様
に
取
り
扱
わ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

四

人
の
生
活
の
様
子
は
ど
う
か
。

五

こ
の
拠
り
所
を
考
え
て
お
か
な
い
と
何
か
困
る
こ
と
が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

六

い
か
に
し
て
人
生
の
不
自
由
を
満
足
さ
せ
る
べ
き
か
。
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七

人
の
不
満
や
不
自
由
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
何
ら
か
の
方
法
が
な
い
も
の
か
。

八

人
の
種
類
、
身
分
の
こ
と
を
言
っ
て
互
い
に
依
存
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。

九

商
売
の
方
法
の
基
礎
と
し
て
そ
の
方
法
を
推
進
す
る
に
は
い
か
に
し
た
ら
よ
い
か
。

十

こ
の
商
取
引
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

十
一

こ
の
本
質
を
知
る
に
は
何
を
使
え
ば
よ
い
か
。

十
二

『
帳
合
の
学
問
』
の
特
に
重
要
な
点
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
。

十
三

八
兵
衛
と
山
城
屋
の
間
で
穀
物
と
織
物
の
取
引
を
同
時
に
行
っ
た
。
そ
の
時
、
互

い
に
記
録
を
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
大
変
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。

十
四

も
し
、
織
物
を
渡
す
の
が
遅
れ
た
時
は
ど
の
よ
う
に
し
て
紙
に
書
い
た
記
録
を
使

う
の
か
。

十
五

先
に
示
し
た
例
に
お
い
て
、
八
兵
衛
の
側
で
記
録
を
作
成
す
る
の
が
当
然
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
は
い
か
が
な
も
の
か
。

十
六

こ
の
記
録
は
確
実
な
こ
と
な
の
か
。

十
七

今
大
丈
夫
で
あ
る
か
ら
と
し
て
手
数
を
省
く
方
法
を
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
。

十
八

右
の
記
録
に
書
き
留
め
た
こ
と
を
言
え
ば
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

十
九

こ
の
事
に
つ
い
て
起
き
る
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
。

二
十

人
に
も
の
を
貸
し
て
取
引
す
る
時
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
。

二
十
一

こ
の
二
箇
条
の
こ
と
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
。

二
十
二

こ
の
相
反
す
る
事
柄
を
解
り
や
す
く
記
録
す
る
方
法
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

二
十
三

こ
の
書
き
方
を
ど
う
名
付
け
た
ら
よ
い
か
。
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二
十
四

こ
の
勘
定
書
に
は
何
を
記
入
し
た
ら
よ
い
か
。

二
十
五

勘
定
書
の
上
下
の
段
に
は
そ
れ
ぞ
れ
何
を
記
入
す
る
の
か
。

二
十
六

勘
定
書
の
双
方
の
金
額
を
差
し
引
い
た
差
額
は
何
を
表
す
か
。

二
十
七

山
城
屋
と
の
勘
定
書
に
あ
る
事
柄
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
。

二
十
八

互
い
に
取
引
を
し
て
も
、
一
方
が
す
ぐ
に
物
を
渡
さ
な
い
時
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
。

二
十
九

こ
の
記
録
を
元
と
し
て
便
利
な
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

三
十

勘
定
書
は
何
段
に
区
分
し
た
ら
よ
い
か
。

三
十
一

こ
れ
を
何
と
名
付
け
た
ら
よ
い
か
。

三
十
二

「
借
」
の
方
へ
は
何
を
記
入
す
る
の
か
。

三
十
三

「
貸
」
の
方
へ
は
何
を
記
入
す
る
の
か
。

三
十
四

「
借
」
の
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

三
十
五

「
貸
」
の
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

三
十
六

「
借
」
の
方
の
残
高
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

三
十
七

「
貸
」
の
方
の
残
高
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

三
十
八

遠
い
昔
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
勘
定
書
の
書
き
方
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た

か
。

三
十
九

こ
の
方
法
だ
け
で
差
し
支
え
な
い
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。

四
十

昨
今
の
よ
う
に
取
引
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は
、
前
記
の
他
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に
ど
の
よ
う
な
記
録
が
必
要
で
あ
る
か
。

四
十
一

世
間
一
般
の
商
売
人
の
家
で
は
ど
の
よ
う
な
帳
簿
を
使
っ
た
ら
よ
い
か
。

四
十
二

日
記
帳
の
本
当
の
便
利
さ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

四
十
三

単
式
簿
記
で
用
い
る
日
記
帳
と
大
帳
に
は
ど
の
よ
う
な
取
引
を
記
入
し
た
ら
よ

い
か
。

四
十
四

事
柄
に
念
を
入
れ
て
考
え
る
人
は
、
右
の
他
に
ど
ん
な
こ
と
を
記
載
す
る
か
。

四
十
五

ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
事
を
記
載
す
る
か
。
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単
式
簿
記

第
一
章

日
記
帳
並
び
に
大
帳
【
元
帳
】
を
用
い
る
。
但
し
、
そ
の
他
の
帳
簿
へ
は
記
載
せ
ず
、

日
記
帳
と
大
帳
の
使
い
方
の
み
を
示
す
。

端
書
き

左
に
示
す
方
法
は
帳
簿
の
付
け
方
の
最
も
簡
便
的
な
方
法
で
あ
る
。

一

日
記
帳
と
大
帳
の
付
け
方
を
示
す
。

二

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
帳
簿
の
一
通
り
の
付
け
方
を
示
す
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、

こ
の
二
つ
の
帳
簿
は
最
も
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

商
人
た
る
も
の
自
分
の
取
引
の
内
容
を
い
つ
で
も
知
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
、
常
に
資
金
の
流
れ
や
取
引
先
へ
の
支
払
い
な
ど
を
確
実
に
調
べ
て
書
き
留
め
て
お
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

三

そ
れ
が
帳
簿
作
成
の
目
的
で
あ
る
。

四

左
に
示
す
と
こ
ろ
の
日
記
帳
と
大
帳
だ
け
で
は
そ
の
目
的
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
け

れ
ど
も
、
他
の
帳
簿
の
付
け
方
を
練
習
す
る
前
に
、
お
お
よ
そ
の
資
産
と
負
債
の
内
容
を

を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
こ
の
二
つ
の
帳
簿
の
付
け
方
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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五

単
式
簿
記
で
使
う
大
帳
は
、
取
引
先
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
相
手
方
の
勘

定
の
み
を
記
入
す
る
。

六

従
っ
て
、
日
記
帳
に
記
入
す
る
こ
と
は
全
て
大
帳
に
転
記
し
、
日
記
帳
に
は
他
店
と
の

取
引
を
記
入
す
る
の
み
で
あ
る
。

七

単
式
簿
記
に
お
け
る
日
記
帳
は
簡
略
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
帳
に
は
借
方
（
注

）
23

と
か
貸
方
の
店
名
を
記
載
し
、
ま
た
、
借
方
で
あ
れ
ば
「
借
」
の
字
を
書
き
、
貸
方
で
あ

れ
ば
「
貸
」
の
字
を
記
載
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
金
額
を
記
入
す
る
。

八

そ
の
後
、
日
記
帳
に
記
載
し
た
こ
と
を
大
帳
に
転
記
し
、
取
引
の
結
果
を
示
し
て
、
他

店
と
の
勘
定
を
明
ら
か
に
す
る
。

九

こ
の
第
一
章
に
示
す
帳
簿
の
付
け
方
に
つ
い
て
は
取
引
の
数
も
少
な
く
、
そ
の
内
容
も

単
純
で
あ
る
。

十

元
来
、
こ
こ
で
は
商
取
引
全
体
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
大
帳
に

書
か
れ
る
記
録
の
書
き
方
を
示
す
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

学
習
者
は
帳
簿
の
様
式
と
付
け
方
を
習
得
し
て
誤
り
の
な
い
よ
う
に
進
み
、
そ
の
後
次

の
方
法
に
入
り
徐
々
に
研
究
を
す
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
練
習
問
題
に
つ
い
て
は
第
一
章

の
最
後
に
示
す
。

（
注

）
『
借
方
』
『
貸
方
』
こ
の
後
第
四
巻
最
後
ま
で
、
「
借
の
方
」
「
貸
の
方
」
と
し
て

23

使
用
し
て
い
る
。
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章

明

治

六

年

一

日

記

帳

第

東
京
三
田

七
月
一
日

福
澤
屋
諭
吉

一
頁

山
城
屋

借

上
茶
喜
撰

十
斤
（
注

）
単
価
一
二
銭

一

二
○

24

同
玉
露

一
斤

一

白
砂
糖

二
十
五
斤

一
二
銭

三

五

二
○

一
日

一
頁

大
和
屋

借

干
し
葡
萄

一
箱
二
十
五
斤
入
り

単
価
二
○
銭

五

一
日

二
頁

河
内
屋

借

酢

一
升
（
注

）

七
五

24

上
茶

三
斤

単
価
七
五
銭

二

二
五
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み
か
ん

四
箱

一
円

四

七

二
日

二
頁

和
泉
屋

借

塩
漬
豚
肉

五
十
斤

単
価
一
一
銭

五

五
○

塩
鰯

一
箱

二

七

五
○

貸

掛
け
取
引
に
て

五

三
日

二
頁

大
坂
屋

借

麦
粉

一
俵

八

同
日

三
頁

伊
賀
屋

借

上
酢

五
升

単
価
七
五
銭

三

七
五

い
も

三
俵

一
円

三

六

七
五

五
日

三
頁

伊
勢
屋

借

た
ら
し
砂
糖
（
注

）
六
升

単
価
七
五
銭

四

五
○

25

白
砂
糖

五
十
斤

一
二
銭

六

コ
ー
ヒ
ー

十
二
斤

一
一
銭

一

三
二

一
一

八
二
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六
日

三
頁

志
摩
屋

借

塩
漬
豚
肉

一
樽

一
一

白
砂
糖

三
箱
各
五
百
斤
入
り

単
価
六
銭

九
○

一
○
一

七
日

四
頁

尾
張
屋

貸

商
品
代
送
り
状
の
通
り

三
○
○

借

志
摩
屋
へ
支
払
い
指
示

一
○
一

同
日

三
頁

志
摩
屋

貸

尾
張
屋
の
指
示
に
て

一
○
一

八
日

四
頁

三
河
屋

借

棒
砂
糖

百
斤

単
価
九
銭

九

同

粉

五
十
斤

八
銭

四

た
ら
し
砂
糖

三
樽

二
○
円

六
○

七
三

十
日

四
頁

遠
州
屋

借
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米

千
八
百
斤

単
価
三
銭

五
四

（
注

）
『
斤
』
（
き
ん
）
重
さ
の
単
位
、
一
斤
は
約
六
○
○
グ
ラ
ム
。
『
升
』
（
し
ょ
う
）

24

容
量
の
単
位
、
一
升
は
約
一
、
八
リ
ッ
ト
ル
。

（
注

）
『
た
ら
し
砂
糖
』
液
糖
あ
る
い
は
水
飴
の
類
か
？

大
手
の
精
糖
会
社
に
問
い
合

25

わ
せ
た
と
こ
ろ
、
現
在
「
た
ら
し
砂
糖
」
な
る
も
の
は
無
く
、
ま
た
、
ど
の
よ

う
な
砂
糖
で
あ
っ
た
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
。

大

帳
【
元
帳
】

借

山

城

屋

貸

七
月

一
日

商
品

一
頁

五

二
○

借

大

和

屋

貸
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七
月

一
日

干
し
葡
萄

一
箱

一
頁

五

借

河

内

屋

貸

七
月

一
日

諸
品

二
頁

七

借

和

泉

屋

貸

七
月

一
日

諸
品

二
頁

七

五
○

七
月

二
日

掛
け
に
て

二
頁

五

借

大

坂

屋

貸

七
月

三
日

麦
粉

一
俵

三
頁

八
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借

伊

賀

屋

貸

七
月

三
日

諸
品

三
頁

六

七
五

借

伊

勢

屋

貸

七
月

五
日

諸
品

三
頁

一
一

八
二

借

志

摩

屋

貸

七
月

六
日

諸
品

三
頁

一
○
一

七
月

七
日

尾
張
屋
の
指
示
に
て

三
頁

一
○
一

借

尾

張

屋

貸

七
月

七
日

志

摩

屋

へ

支

払
四
頁

一
○
一

七
月

七
日

商
品
代

四
頁

三
○
○

い
指
示
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借

三

河

屋

貸

七
月

八
日

諸
品

五
頁

七
三

借

遠

州

屋

貸

七
月

十
日

米

千
八
百
斤

五
頁

五
七

〔
訳
者
注
〕
第
一
章
日
記
帳
の
四
頁
、
志
摩
屋
の
「
借
」
一
○
一
円
、
「
貸
」
も
又
一
○

一
円
、
尾
張
屋
の
「
貸
」
三
百
円
、
「
借
」
一
○
一
円
と
あ
り
。
そ
の
取
引
の
勘
定

は
左
記
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
帳
簿
の
主
は
福
澤
屋
で
あ
る
。
志
摩
屋
は
福
澤
屋
か
ら
豚
肉
一
樽
を
十
一
円
、

白
砂
糖
三
箱
千
五
百
斤
を
一
斤
六
銭
で
買
い
、
こ
の
代
金
九
十
円
と
豚
肉
代
を
合
わ

せ
て
一
○
一
円
は
福
澤
屋
に
対
す
る
「
借
」
で
あ
る
。
尾
張
屋
は
、
代
金
三
百
円
の

商
品
を
福
澤
屋
へ
売
り
、
三
百
円
の
「
貸
」
が
あ
る
。
一
方
、
尾
張
屋
と
志
摩
屋
と

は
か
ね
て
よ
り
取
引
が
あ
り
、
尾
張
屋
か
ら
福
澤
屋
へ
指
示
し
て
、
三
百
円
の
う
ち



- 1-45 -

一
○
一
円
は
志
摩
屋
の
購
入
代
金
と
引
き
替
え
る
た
め
、
尾
張
屋
の
名
前
の
と
こ
ろ

【
勘
定
】
に
志
摩
屋
へ
支
払
い
指
示
、
一
○
一
円
「
借
」
と
記
す
。
志
摩
屋
の
勘
定

に
は
、
尾
張
屋
の
指
示
に
て
一
○
一
円
「
貸
」
と
記
入
す
る
。

こ
の
結
果
、
志
摩
屋
は
諸
品
購
入
代
金
一
○
一
円
「
借
」
、
尾
張
屋
の
指
示
で
一

○
一
円
「
貸
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
借
貸
相
対
し
て
差
し
引
き
が
な
く
な
り
、
尾
張

屋
は
志
摩
屋
へ
の
支
払
い
指
示
で
一
○
一
円
「
借
」
、
商
品
代
三
百
円
「
貸
」
と
な

る
。
三
百
円
の
う
ち
一
○
一
円
を
差
し
引
い
た
残
り
一
九
九
円
は
、
全
て
尾
張
屋
の

福
澤
屋
に
対
す
る
「
貸
」
と
な
り
、
福
澤
屋
は
「
借
」
で
あ
る
。

日
記
帳
の
名
前
の
上
に
頁
数
を
記
入
す
る
。
例
え
ば
、
山
城
屋
の
上
に
は
一
頁
、

伊
賀
屋
の
上
に
は
三
頁
と
あ
る
。
こ
れ
は
大
帳
の
頁
数
で
あ
っ
て
、
山
城
屋
の
こ
と

は
大
帳
の
一
頁
に
記
入
し
、
伊
賀
屋
の
こ
と
は
三
頁
に
記
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
大
帳
の
方
に
も
日
記
帳
の
頁
数
を
記
入
し
て
双
方
を
照
合
し
や
す
い
よ
う
に
し

た
も
の
で
あ
る
。

練
習
問
題

第
一
問

左
記
の
取
引
を
第
一
章
の
方
法
に
従
っ
て
正
し
く
日
記
帳
に
記
入
し
て
、
ま
た
、
こ

れ
を
大
帳
に
転
記
し
な
さ
い
。
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記

一
月
一
日

山
城
屋
へ
麦
粉
、
単
価
一
石
十
円
に
て
五
石
売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け
と

す
る
。

大
和
屋
へ
「
コ
ー
ヒ
ー
」
、
単
価
一
斤
十
一
銭
に
て
六
斤
、
上
茶
、
単
価
一

斤
七
十
五
銭
に
て
五
斤
掛
け
に
て
売
り
渡
し
、
う
ち
二
円
は
受
け
取
る
。

同

二
日

河
内
屋
よ
り
み
か
ん
、
単
価
一
箱
五
十
銭
に
て
五
十
箱
、
い
も
、
単
価
一
俵

二
円
五
十
銭
に
て
五
十
俵
を
買
い
入
れ
、
代
金
は
掛
け
と
す
る
。

同

三
日

和
泉
屋
へ
み
か
ん
、
単
価
一
箱
七
十
五
銭
に
て
十
箱
、
上
茶
、
単
価
一
斤
七

十
五
銭
に
て
三
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け
と
す
る
。

同

四
日

河
内
屋
へ
掛
け
代
金
百
円
を
支
払
う
。

同

五
日

大
坂
屋
へ
大
巾
羅
紗
、
単
価
一
尺
三
円
に
て
二
尺
、
白
砂
糖
、
単
価
一
斤
八

銭
に
て
五
十
斤
、
金
巾
【
か
な
き
ん
】
（
注

）
、
単
価
一
尺
十
銭
に
て
三

26

丈
売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け
と
す
る
。

同

七
日

伊
賀
屋
よ
り
い
も
、
単
価
一
俵
二
円
五
十
銭
に
て
十
俵
買
い
入
れ
、
代
金
は

掛
け
と
す
る
。

同

八
日

伊
勢
屋
へ
い
も
、
単
価
一
俵
三
円
に
て
五
俵
、
み
か
ん
、
単
価
一
箱
六
十
八

銭
に
て
十
箱
売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け
と
す
る
。

同

十
日

河
内
屋
へ
掛
け
代
金
五
十
円
を
現
金
で
支
払
う
。

同
十
一
日

志
摩
屋
へ
大
巾
羅
紗
、
単
価
一
尺
五
円
に
て
一
丈
売
り
渡
し
、
代
金
は
現
金
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で
五
十
円
受
け
取
る
。

同
十
二
日

尾
張
屋
へ
「
コ
ー
ヒ
ー
」
、
単
価
一
斤
十
二
銭
に
て
八
斤
、
極
上
茶
、
単
価

一
斤
一
円
に
て
三
斤
、
粉
砂
糖
、
単
価
一
斤
十
二
銭
に
て
五
十
斤
売
り
渡
し
、

代
金
は
掛
け
と
す
る
。

（
注

）
『
金
巾
』
（
か
な
き
ん
）
堅
く
撚
っ
た
糸
で
横
糸
と
縦
糸
の
密
度
を
同
等
に
織
っ

26

た
、
目
の
細
か
い
薄
地
の
平
織
物
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
カ
ネ
キ
ン
が
語
源
。
和

服
の
裏
側
に
用
い
ら
れ
る
無
地
染
の
も
の
を
「
モ
ス
裏
」
、
並
幅
以
上
の
幅
を
持

つ
金
巾
を
「
キ
ャ
ラ
コ
」
と
い
う
。

（W
eb

検
索
「
き
も
の
用
語
辞
典
」
）

〔
訳
者
注
〕
代
金
掛
け
と
は
、
商
品
を
売
買
し
た
時
に
現
金
を
支
払
わ
ず
、
そ
れ
以
前
の

勘
定
で
差
し
引
き
す
る
か
、
又
は
、
そ
の
後
に
他
の
商
品
を
渡
す
か
、
あ
る
い
は
、

現
金
で
支
払
う
か
す
る
こ
と
。
い
ず
れ
に
し
て
も
即
時
に
代
金
を
支
払
わ
ず
に
お
く

こ
と
で
あ
る
。

本
文
の
問
題
点

一

第
一
章
で
は
ど
ん
な
こ
と
を
記
載
し
た
ら
よ
い
か
。

二

こ
の
章
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
。

三

「
帳
合
」
の
本
来
の
趣
意
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
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四

第
一
章
で
全
て
そ
の
意
味
を
記
載
す
べ
き
な
の
か
。

五

単
式
簿
記
で
記
入
す
る
大
帳
に
は
何
を
記
入
す
る
の
か
。

六

日
記
帳
に
は
何
を
記
入
す
る
の
か
。

七

単
式
簿
記
で
使
う
日
記
帳
の
記
入
方
法
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

八

日
記
帳
に
書
い
た
こ
と
を
ど
こ
へ
転
記
し
た
ら
よ
い
か
。

九

こ
れ
を
書
き
写
し
て
ど
ん
な
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
。

十

こ
の
第
一
章
に
お
い
て
、
取
引
全
体
の
結
果
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
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単
式
簿
記

第
二
章

呉
服
や
太
物
（
注

）
の
商
家
の
日
記
帳
、
大
帳
【
元
帳
】
、
金
銭
出
入
帳
【
現
金
出

27

納
帳
】
を
記
入
し
、
最
後
に
取
引
の
結
果
を
示
す
。
但
し
、
商
売
は
繁
盛
し
て
い
る
。

端
書
き

こ
の
第
二
章
に
お
い
て
は
、
第
一
章
よ
り
も
更
に
事
柄
を
詳
細
に
記
載
し
て
全
体
の
結
果

を
記
し
、
更
に
、
帳
簿
を
付
け
る
目
的
を
十
分
に
示
し
て
、
い
つ
で
も
取
引
の
内
容
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

一

金
銭
出
入
帳
は
重
要
な
帳
簿
で
あ
る
。

二

こ
の
帳
簿
を
用
い
れ
ば
、
金
銭
の
受
け
取
り
と
支
払
先
を
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

金
の
手
許
有
高
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

取
引
を
記
入
す
る
諸
帳
簿
の
中
で
、
こ
の
帳
簿
は
大
変
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

商
売
熱
心
な
商
人
で
こ
の
帳
簿
を
付
け
ず
に
取
引
を
す
る
者
は
い
な
い
。

四

現
金
の
手
許
有
高
は
い
つ
で
も
計
算
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

し
か
し
、
計
算
し
て
そ
の
有
高
を
知
る
だ
け
で
は
、
不
適
切
に
現
金
を
支
払
っ
た
り
、

ま
た
、
現
金
を
紛
失
し
て
も
こ
れ
を
調
べ
て
証
拠
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

六

従
っ
て
、
現
金
の
出
し
入
れ
を
正
し
く
記
入
し
、
そ
の
出
し
入
れ
の
差
を
手
許
有
高
と
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付
き
合
わ
せ
れ
ば
、
現
金
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
間
違
い
な
い
証
拠
と
な
る
ば
か
り
で

な
く
、
全
体
の
取
引
も
正
し
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法

以
外
に
は
他
に
間
違
い
を
調
べ
る
方
法
は
な
い
。

七

現
金
出
入
帳
を
正
し
く
使
え
ば
、
い
つ
で
も
現
金
の
手
許
有
高
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
が
こ
の
帳
簿
を
使
う
目
的
で
あ
る
。
今
、
こ
の
第
二
章
で
使
用
す
る
現
金
出
入
帳
の

様
式
は
、
一
般
の
取
引
に
使
わ
れ
る
最
も
良
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
極
力
簡

略
化
し
た
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

八

一
般
的
な
商
店
は
、
毎
日
の
取
引
が
終
わ
る
と
現
金
出
入
帳
を
締
め
切
っ
て
そ
の
残
高

を
翌
日
の
元
金
と
す
る
。

九

し
か
し
、
左
記
の
例
は
便
宜
的
に
方
法
を
改
め
、
二
ヶ
月
間
の
現
金
の
出
入
り
に
つ
い

て
、
最
初
の
一
月
は
「
ひ
と
な
の
か
」
【
一
週
間
】
毎
に
締
め
切
り
、
次
の
一
ヶ
月
は
月

末
に
一
度
締
め
切
っ
て
そ
の
用
法
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
示
す
。

第
二
章
で
は
第
一
章
よ
り
も
少
し
深
い
内
容
に
進
ん
で
い
る
が
、
そ
の
進
ん
だ
内
容
に

に
つ
い
て
は
最
後
の
総
勘
定
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
こ
の
総
勘
定
は
現
金
出
入

帳
の
後
に
記
入
し
て
、
こ
れ
を
一
見
す
れ
ば
帳
簿
記
入
の
目
的
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、

十

商
取
引
で
帳
簿
を
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
最
も
大
切
な
こ
と
の
一
つ
は
、
取
引
の
結

果
を
明
ら
か
に
し
て
誤
り
を
な
く
す
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
学
習
者
は
こ
れ
を
よ
く
考

え
て
練
習
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
記
し
た
総
勘
定
に
つ
い
て
は
特
に
大
切
な
も
の
と

考
え
注
意
し
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
、
そ
の
総
勘
定
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き

る
定
則
に
つ
い
て
は
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
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〔
訳
者
注
〕

本
文
に
現
金
出
入
帳
を
「
ひ
と
な
の
か
」
毎
に
締
め
切
る
と
記
載
し
て
い

る
が
、
実
際
の
現
金
出
入
帳
で
は
六
日
毎
に
終
わ
っ
て
い
る
。
外
国
で
は
「
ひ
と
な

の
か
」
の
こ
と
を
一
週
間
と
言
っ
て
、
一
週
間
に
一
日
は
休
日
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
日

曜
日
」
で
あ
る
。
そ
の
日
は
取
引
を
し
な
い
の
で
「
ひ
と
な
の
か
」
と
言
っ
て
も
実

際
は
六
日
間
で
あ
る
。

（
注

）
『
太
物
』
（
ふ
と
も
の
）
絹
織
物
を
呉
服
と
い
う
に
対
し
、
綿
織
物
・
麻
織
物
を

27

総
称
し
た
語
。

（
広
辞
苑
）

明

治

六

年

章二

日

記

帳

第

四
月
一
日

一
頁

甲
州
屋
社
中
（
注

）

貸

28

商
品
代
金
目
録
の
通
り

四
、
○
○
○
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一

日

一
頁

伊
豆
屋

借

金
巾

一
丈

単
価
一
二
銭

一

二
○

打
ひ
も
（
注

）

五
尺

二
○
銭

一

29

ふ
と
ん
地
木
綿

二
丈

一
○
銭

二

大
幅
羅
紗
（
注

）

五
尺

三
円

一
五

一
九

二
○

30

三

日

一
頁

相
模
屋

借

縮
緬
ご
絽
（
注

）
一
丈
五
尺

単
価
一
円

一
五

31

京
織
り

二
丈

一
、
二
五
円

二
五

四
○

四

日

一
頁

武
蔵
屋

借

裏
地
絹

一
丈

単
価
五
円

五
○

装
束
飾
り
類

一
○

六
○

五

日

二
頁

安
房
屋

借

フ
ラ
ン
ネ
ル
（
注

)

六
尺

単
価
五
○
銭

三

32

絹
ご
絽

一
丈
二
尺

一
、
五
○
円

一
八

二
一
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五

日

三
頁

上
総
屋

借

紋
縮
緬

一
丈
二
尺

単
価
一
、
五
○
円

一
八

極
上
大
幅
羅
紗

六
尺

四
円

二
四

四
二

六

日

一
頁

伊
豆
屋

貸

掛
け
代
金
回
収

一
○

八

日

三
頁

下
総
屋

借

木
綿
ふ
と
ん
地
（
注

）
33

二
丈
五
尺

単
価
七
五
銭

一
八

七
五

女
性
用
靴

六
足

一
円

六

更
紗

一
丈
二
尺

一
五
銭

一

八
○

二
六

五
五

十

日

四
頁

常
州
屋
（
注

）

借

34

博
多
帯
地

二
丈
五
尺

単
価
二
円

五
○

紋
ご
絽

五
丈

一
五
銭

七

五
○

五
七

五
○

十
二
日

三
頁

下
総
屋

貸
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掛
け
代
金
回
収

一
五

同

日

四
頁

近
江
屋
（
奥
様
用
）
（
注

）

借

35

麻
手
ぬ
ぐ
い

十
二

六

紋
金
巾

一
丈

単
価
二
五
銭

二

五
○

海
気
（
注

）

一
丈
四
尺

一
、
五
○
円

二
一

二
九

五
○

36

十
五
日

一
頁

伊
豆
屋
（
お
嬢
様
用
）
（
注

）

借

35

手
袋

一
対

一

更
紗

一
丈
二
尺

単
価
一
五
銭

一

八
○

ボ
タ
ン

三
組

二
五
銭

七
五

糸

八
玉

四
銭

三
二

三

八
七

十
六
日

四
頁

美
濃
屋

借

地
黒
紗
（
注

）

一
尺

二

37

装
束
飾
り

一

五
○

三

五
○

十
七
日

四
頁

常
州
屋

貸

飛
騨
屋
よ
り
掛
け
代
金
回
収
の
連
絡
あ
り
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（
注

）

五
七

五
○

38

十
七
日

五
頁

飛
騨
屋

借

常
州
屋
へ
の
掛
け
代
金
を
飛
騨
屋
勘
定
へ

振
り
替
え

五
七

五
○

十
九
日

四
頁

近
江
屋

借

太
地
木
綿

二
丈

単
価
五
○
銭

一
○

毛
織
羽
織
地

三
丈

三
○
銭

九

男
物
足
袋

一
組
十
二
足

三

二
二

二
十
日

五
頁

飛
騨
屋

借

フ
ラ
ン
ス
羅
紗

一
丈

単
価
四
円

四
○

花
色
秩
父
（
注

）

五
丈

一
三
銭

六

五
○

39

太
織
り
つ
む
ぎ

二
丈

一
二
銭

二

四
○

綿
ビ
ロ
ー
ド

一
丈
五
尺

二
五
銭

三

七
五

綾
絹

三
丈

三
三
銭

九

九
○

革
手
袋

六
対

七
五
銭

四

五
○

六
七

○
五

貸
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現
金
に
て

五
○

二
十
五
日

五
頁

信
濃
屋

借

形
付
紗

一
丈

単
価
七
五
銭

七

五
○

緋
ご
絽

六
尺

一
○
銭

六
○

大
和
錦

一
尺

二

縫
い
糸

十
玉

四
銭

四
○

一
○

五
○

二
十
七
日

六
頁

野
州
屋

借

黒
繻
子
（
注

）

六
尺

単
価
二
円

一
二

40

麻
手
ぬ
ぐ
い

一
組
十
二

五
○
銭

六

男
性
用
く
つ
足
袋

六
足

二
五
銭

一

五
○

一
九

五
○

三
十
日

四
頁

近
江
屋

貸

掛
け
代
金
回
収

二
○

同

日

二
頁

相
模
屋

貸

掛
け
代
金
全
額
回
収

四
○

同

日
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三
頁

上
総
屋

借

金
京
織
り

一
丈
四
尺

単
価
一
、
二
五
円

一
七

五
○

革
手
袋

一
対

一

一
八

五
○

五
月
一
日

一
頁

伊
豆
屋

借

黒
八
丈
（
注

）
一
丈
二
尺

単
価
二
五
銭

三

41

黒
大
形
ど
ん
す
（
注

）
42

三
丈
五
尺

単
価
一
、
五
○
円

五
二

五
○

五
五

五
○

二

日

二
頁

武
蔵
屋

借

黒
繻
子

一
丈

単
価
一
、
六
三
円

一
六

三
○

木
綿
ふ
と
ん
地

二
丈
五
尺

一
二
銭

三

紺
縮
緬

二
丈

二
○
銭

四

二
三

三
○

五

日

一
頁

甲
州
屋
社
中

借

掛
け
代
金
大
坂
へ
為
替
に
て
支
払
い

二
、
○
○
○

六

日

五
頁

飛
騨
屋

借

小
幅
縮
緬
無
地

一
丈
五
尺

単
価
二
○
銭

三
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同

形
付

一
丈

三
○
銭

三

絹
手
袋

六
対

七
五
銭

四

五
○

一
○

五
○

七

日

三
頁

安
房
屋

借

大
幅
羅
紗

八
尺

単
価
四
円

三
二

紋
繻
子

一
丈

二
円

二
○

ど
ん
す

一
尺

二

装
束
飾
り

五

五
九

同

日

四
頁

常
州
屋

借

し
ま
縮
緬

一
丈
四
尺

単
価
二
円

二
八

九

日

六
頁

岩
城
屋

借

フ
ラ
ン
ネ
ル

一
丈

単
価
五
○
銭

五

麻
手
ぬ
ぐ
い

六

三
八
銭

二

二
八

太
織
り
ふ
と
ん
地

二
丈

一
二
銭

二

四
○

九

六
八

十

日

二
頁

上
総
屋

貸

掛
け
代
金
回
収

三
○
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十
二
日

二
頁

武
蔵
屋

借

男
も
の
く
つ
足
袋

六
足

単
価
二
五
銭

一

五
○

ズ
ボ
ン
つ
り

一

一

革
手
袋

七
五

三

二
五

十
五
日

一
頁

伊
豆
屋

借

大
幅
羅
紗

一
丈

単
価
四
円

四
○

繻
子

六
尺

二
円

一
二

五
二

同

日

二
頁

武
蔵
屋

貸

掛
け
代
金
回
収

二
五

二
十
日

五
頁

信
濃
屋

借

し
ま
羅
紗

四
尺

単
価
三
円

一
二

紋
錦

一
尺

四

ボ
タ
ン
飾
り

八

二
四

二
十
一
日

三
頁

下
総
屋

貸
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掛
け
代
金
全
額
回
収

一
一

五
五

二
十
五
日

二
頁

武
蔵
屋

貸

掛
け
代
金
全
額
回
収

六
一

五
五

二
十
七
日

五
頁

信
濃
屋
（
注

）

貸

43

薪

二
車

単
価
五
円

一
○

バ
タ
ー

五
十
斤

一
六
銭

八

一
八

同

日

四
頁

美
濃
屋

借

花
色
絹

一
丈
三
尺

単
価
二
五
銭

三

二
五

形
付
縮
緬

一
丈
四
尺

一
、
五
○
円

二
一

装
束
飾
り

一
○

三
四

二
五

二
十
八
日

六
頁

岩
城
屋

借

大
幅
羅
紗

一
丈
二
尺

単
価
四
円

四
八

繻
子

六
尺

二
円

一
二

六
○

三
十
日

六
頁

野
州
屋
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太
織
り
ふ
と
ん
地

五
丈

単
価
一
二
銭

六

形
付
フ
ラ
ン
ネ
ル

一
丈

七
五
銭

七

五
○

一
三

五
○

貸

掛
け
代
金
全
額
回
収

三
三

（
注

）
『
社
中
』
（
し
ゃ
ち
ゅ
う
）
組
合
。

28

（
注

）
『
打
ち
ひ
も
』
二
筋
以
上
の
糸
で
組
ん
だ
紐
。
組
紐
。

（
広
辞
苑
）

29

（
注

）
『
羅
紗
』
（
ラ
シ
ャ
）
ポ
ル
ト
ガ
ル

raxa

オ
ラ
ン
ダ

rassen

の
転
、
羊
毛
で
地
の

30

厚
く
密
な
毛
織
物
。

（
広
辞
苑
）

（
注

）
『
絽
』
（
ろ
）
緯
（
よ
こ
）
糸
数
本
を
平
織
に
組
織
し
、
そ
れ
に
経
（
た
て
）
糸

31

の
一
部
を
か
ら
ま
せ
て
透
目
（
す
き
め
）
を
作
っ
た
絹
織
物
。
絽
の
地
に
紋
様

を
お
い
た
紋
絽
及
び
堅
絽
・
練
絽
・
絽
縮
緬
な
ど
が
あ
る
。

（
広
辞
苑
）

（
注

）
『
フ
ラ
ン
ネ
ル
』
紡
毛
糸
で
荒
く
織
っ
た
や
わ
ら
か
い
織
物
。
ネ
ル
。
（
広
辞
苑
）

32

（
注

）
『
木
綿
ふ
と
ん
地
』
ふ
と
ん
用
の
木
綿
。
一
日
の
取
引
に
あ
る
「
ふ
と
ん
地
木
綿
」

33

と
同
様
？

（
注

）
『
常
州
屋
』
「
常
州
」
は
「
常
陸
」
（
ひ
た
ち
）
の
別
称
。
現
在
の
茨
城
県
。

34

（
注

）
『
奥
様
用
』
『
お
嬢
様
用
』
店
主
私
用
と
し
て
仕
入
れ
た
も
の
。
当
時
と
し
て
は
、

35
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「
店
」
と
「
奥
」
の
関
係
が
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注

）
『
海
気
』
（
か
い
き
）
織
物
の
名
。
染
色
し
た
生
糸
で
織
っ
た
平
織
の
絹
で
無
地

36

や
縞
な
ど
が
あ
る
。
多
く
は
甲
斐
国
（
山
梨
県
）
郡
内
地
方
か
ら
産
す
る
の
で
、

甲
斐
絹
の
字
も
あ
て
る
。

（
広
辞
苑
）

（
注

）
『
沙
』
（
し
ゃ
）
生
糸
を
絡
織
（
か
ら
み
お
り
）
し
た
織
物
で
、
織
目
あ
ら
く
、

37

軽
く
て
薄
い
も
の
。
さ
。

（
広
辞
苑
）

（
注

）
「
常
州
屋
」
へ
の
掛
け
代
金
を
「
飛
騨
屋
」
の
勘
定
へ
振
り
替
え
回
収
す
る
取
引
。

38

（
注

）
『
花
色
秩
父
』
秩
父
地
方
で
織
ら
れ
る
絹
織
物
。

39

（
注

）
『
繻
子
』
経
糸
・
緯
糸
の
浮
い
た
組
織
の
織
物
。

（
広
辞
苑
）

40

素
材
は
多
種
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
単
価
か
ら
す
る
と
「
絹
織
物
」
と
考
え

ら
れ
る
。

（
注

）
『
黒
八
丈
』
八
丈
紬
と
も
い
う
。
経
糸
と
緯
糸
に
練
り
糸
を
使
い
、
島
に
自
生
す

41

る
刈
安
や
マ
ダ
ミ
な
ど
の
植
物
染
料
を
使
っ
て
黄
色
、
鳶
色
、
黒
色
な
ど
に
染

色
し
た
、
東
京
都
八
丈
島
で
生
産
さ
れ
る
絹
織
物
の
こ
と
。

（

検
索
「
き
も
の
用
語
辞
典
）

W
e
b

（
注

）
『
ど
ん
す
』
（
唐
音
）
紋
織
物
の
一
種
。
生
糸
ま
た
は
練
糸
を
用
い
た
繻
子
組
織

42

の
絹
織
物
で
、
地
厚
く
光
沢
の
多
い
も
の
。

（
広
辞
苑
）

（
注

）
『
信
濃
屋
』
四
月
二
十
五
日
・
五
月
二
十
日
に
当
店
か
ら
繊
維
製
品
を
販
売
し
、

43

五
月
二
十
七
日
に
食
料
品
を
購
入
。



- 1-63 -

第
二
章

大
帳
の
見
出
し

イ

ウ
ヰ
ノ
オ
ク
ヤ

シ

岩
城
屋

六
頁

野
州
屋

六
頁

信
濃
屋

五
頁

伊
豆
屋

一
頁

マ
ケ
フ
コ
エ
テ
ア

常
州
屋

四
頁

ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ

安
房
屋

三
頁

下
総
屋

三
頁

リ
ヌ
ル
ヲ
ワ
カ

近
江
屋

四
頁

ヱ
ヒ

上
総
屋

三
頁

サ

飛
騨
屋

五
頁

甲
州
屋

一
頁

相
模
屋

二
頁

モ
セ
ス

ヨ
タ
レ
ソ
ツ
ネ
ナ

キ
ユ
メ
ミ

ラ
ム

美
濃
屋

四
頁

武
蔵
屋

二
頁
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章二

大

帳
【
元
帳
】

第借

甲
州
屋
社
中

貸

五
月

五
日

現
金

十
頁

二
、
○
○
○

四
月

一
日

商
品
に
て

四
、
○
○
○

四
、
○
○
○

内
二
、
○
○
○

残
二
、
○
○
○

借

伊

豆

屋

貸

四
月

一
日

商
品

一
頁

一
九

二
○

四
月

六
日

現
金

三
頁

一
○

十

五

商
品

五
頁

三

八
七
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五
月

一

日

商
品

九
頁

五
五

五
○

十
五

商
品

十
二

五
二

一
三
○
、
五
七

内

一
○
、
○
○

残
一
二
○
、
○
○

借

相

模

屋

貸

四
月

三
日

商
品

二
頁

四
○

四
月

三
十

現
金

八
頁

四
○

借

武

蔵

屋

貸

四

月

四

日

商
品

二
頁

六
○

五
月

十
五

現
金

十
二
頁

二
五

五
月

二

日

同

九
頁

二
三

三
○

同

廿
五

同

十
三
頁

六
一

五
五

十
二

同

十
二
頁

三

二
五

八
六

五
五

八
六

五
五
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借

安

房

屋

貸

四

月

五

日

商
品

二

頁

二
一

五
月

七
日

商
品

十
頁

五
九

八
○
、
○
○

借

上

総

屋

貸

四
月

五

日

商
品

三

頁

四
二

五
月

十
日

現
金

十
一
頁

三
○

同

三
十

同

九
頁

一
八

五
○

六
○
、
五
○

内
三
○
、
○
○

残
三
○
、
五
○

借

下

総

屋

貸

四
月

八
日

商
品

三
頁

二
六

五
五

四

月

十

二

現
金

四
頁

一
五
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五
月

廿
一

同

十
三
頁

一
一

五
五

二
六

五
五

二
六

五
五

借

常

州

屋

貸

四

月

十

日

商
品

四

頁

五
七

五
○

四
月

十
七

飛

騨

屋

の
五
頁

五
七

五
○

五
月

七
日

商
品

十
一

二
八

指

示

八
五
、
五
○

（
注

）
38

内
五
七
、
五
○

残
二
八
、
○
○

借

近

江

屋

貸

四
月

十

二

商
品

四

頁

二
九

五
○

四
月

三
十

現
金

八
頁

二
○

同

十
九

同

六
頁

二
二

五
一
、
五
○

内
二
○
、
○
○
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残
三
一
、
五
○

借

美

濃

屋

貸

四
月

十

六

商
品

五
頁

三

五
○

廿
七

同

十
四
頁

三
四

二
五

三
七
、
七
五

借

飛

騨

屋

貸

四
月

十

七

常
州
屋
か
ら
振
替

六

頁

五
七

五
○

四
月

二
十

現
金

六
頁

五
○

同

二

十

商
品

六

頁

六
七

○
五

五
月

六
日

同

十
頁

一
○

五
○

一
三
五
、
○
五

内

五
○
、
○
○

残

八
五
、
○
五
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借

信

濃

屋

貸

四

月

廿

五

商
品

七
頁

一
○

五
○

五
月

廿
七

諸
品

十
四
頁

一
八

五
月

二
十

同

十
三
頁

二
四

三
四
、
五
○

内
一
八
、
○
○

残
一
六
、
五
○

借

野

州

屋

貸

四

月

廿

七

商
品

八
頁

一
九

五
○

五
月

三
十

現
金

十
五
頁

三
三

五
月

三
十

商
品

十
五
頁

一
三

五
○

三
三

三
三

借

岩

城

屋

貸
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五
月

九

日

商
品

十
一
頁

九

六
八

同

廿
八

同

十
四
頁

六
○

六
九
、
六
八

（
注

）
頁
欄
の
『
廿
』
『
丗
』
は
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
「
二
十
」
「
三
十
」
と
訳
さ
ず

44

に
記
載
し
た
。

章二

金
銀
出
入
帳
【
現
金
出
納
帳
】

第

借

貸

四
月

一
日

手
許
有
り
高

一
、
五
○
○

出

筆
墨
郵
便
切
手
代

八

入

店
小
売
代

一
一
五

二
五

二
日

出

四
千
円
分
商
品
仕
入
れ

手
数
料
五
分
（
注

）

二
○

45
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出

車
力
代
（
注

）

五

46

入

店
小
売
代

一
七
五

三
日

出

雑
費

一
五

出

使
用
人
へ
の
給
金
支
払
い

五

入

店
小
売
代

八
七

二
三

四
日

出

店
修
繕
雑
費

二

五
○

出

筆
一
箱
代

八
八

入

店
小
売
代

一
一
○

五
○

五
日

出

帳
面
・
罫
紙
手
折
り
代

七

五
○

出

ラ
ン
プ
代

二

五
○

入

店
小
売
代

一
八
三

二
五

六
日

入

伊
勢
屋
分
掛
け
代
金
受
取
り

一
○

出

会
計
係
給
金
支
払
い

一
五

入

店
小
売
代

一
○
○

手
許
残
金

二
、
一
九
九

八
五

二
、
二
八
一

二
三

二
、
二
八
一

二
三

四
月

八
日

繰
越
高
（
注

）

二
、
一
九
九

八
五

47

出

ふ
た
こ
糸
（
注

）
十
二
玉
代

一

二
○

48
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出

馬
車
雇
い
賃

四

入

店
小
売
代

二
一
五

九
日

出

車
力
代
四
円
人
足
代
三
円

七

出

小
間
物
入
れ
箱
代

二
○

入

店
小
売
代

七
六

十
日

出

金
庫
購
入
代
金
支
払
い

二
五
○

出

帳
場
係
諸
費
用

一
○

出

小
雑
費

一

二
八

入

店
小
売
代

一
一
○

十
一

出

五
月
三
十
一
日
ま
で
の

家
賃
支
払
い

二
○
○

出

家
用
諸
道
具
代
（
注

）

二
五

49

入

店
小
売
代

七
六

七
五

十
二

入

下
総
屋
分
掛
け
代
金
受
取
り

一
五

入

店
小
売
代

八
四

十
三

同
（
注

）

九
八

七
五

50

手
許
残
金

二
、
三
五
六

八
七

二
、
八
七
五

三
五

二
、
八
七
五

三
五
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四
月

十
五

繰
越
高

二
、
三
五
六

八
七

出

陸
上
運
送
代

一

五
○

出

郵
便
切
手
代

一

出

店
修
繕
に
付
き
大
工
代

五
六

八
三

入

店
小
売
代

九
五

十

六

同

八
八

七
五

十

七

同

一
二
六

三
一

十

八

出

車
力
代
四
円
船
賃
七
円
五
十
銭

一
一

五
○

入

店
小
売
代

一
七
五

十
九

同

二
一
○

五
○

二
十

入

飛
騨
屋
分
掛
け
代
金
受
取
り

五
○

入

店
小
売
代

一
一
二

八
一

手
許
残
金

三
、
一
四
四

四
一

三
、
二
一
五

二
四

三
、
二
一
五

二
四

四
月

廿
二

繰
越
高

三
、
一
四
四

四
一

出

石
炭
二
ト
ン
代

一
ト
ン
に
付
き
五
円

一
○

出

家
用
諸
道
具
代
残
金
支
払
い

五
三
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入

店
小
売
代

一
○
三

二
○

廿
三

同

一
二
九

廿
四

同

一
八
○

五
八

廿
五

出

会
計
係
諸
費
用

一
五

入

店
小
売
代

九
八

廿
六

同

一
六
三

七
五

廿
七

出

車
力
代

一
○

出

人
足
代

六

入

店
小
売
代

一
七
三

八
一

手
許
残
金

三
、
八
九
八

七
五

三
、
九
九
二

七
五

三
、
九
九
二

七
五

四
月

廿
九

繰
越
高

三
、
八
九
八

七
五

出

荷
物
陸
上
運
送
代
・
福
島
分

一

五
○

出

船
賃

二
四

七
五

入

店
小
売
代

七
四

一
○

三
十

入

近
江
屋
分
掛
け
代
金
受
取
り

二
○

入

相
模
屋
分
同
全
額
受
取
り

四
○
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入

店
小
売
代

一
二
五

手
許
残
金

四
、
一
三
一

六
○

四
、
一
五
七

八
五

四
、
一
五
七

八
五

五
月

一
日

繰
越
高

四
、
一
三
一

六
○

出

醤
油
十
樽
代

一
○

二
日

出

筆
紙
墨
代

一

五
○

五
日

出
甲
州
屋
社
中
へ
掛
け
代
金
支
払
い

二
、
○
○
○

七
日

出

書
役
（
注

）
給
料
支
払
い

五
○

51

入

一
週
間
分
店
小
売
代
（
注

）

四
九
七

八
四

52

十
日

入

上
総
屋
よ
り
掛
け
代
金
受
取
り

三
○

十
二

出

目
録
の
商
品
代
と
運
賃

一
、
五
七
五

八
八

出

家
賃
支
払
い

五
○

出

馬
車
雇
い
賃

一
五

十
四

入

一
週
間
分
店
小
売
代

五
五
三

二
九

十
五

入

武
蔵
屋
よ
り
掛
け
代
金
受
取
り

二
五

十
七

出

馬
飼
い
葉
代

一
二

二
十

出

ガ
ス
代
（
注

）

一
○

二
四

53

廿
一

入

下
総
屋
よ
り
掛
け
代
金



- 1-76 -

全
額
受
取
り

一
一

五
五

入

一
週
間
分
店
小
売
代

七
二
三

八
五

廿
五

入

武
蔵
屋
よ
り
掛
け
代
金

全
額
受
取
り

六
一

五
五

廿
六

出

郵
便
切
手
代

三

出

筆
紙
墨
代

五

廿
八

入

一
週
間
分
店
小
売
代

五
七
三

二
四

三
十

入

野
州
屋
よ
り
掛
け
代
金

全
額
受
取
り

三
三

手
許
残
金

二
、
九
○
八

二
六

（
注

）

六
、
六
四
○

八
八

六
、
六
四
○

八
八

54

六
月

繰
越
高

二
、
九
○
八

二
六

（
注

）
『
手
数
料
五
分
』
計
算
上
二
○
○
円
で
あ
る
が
、
二
○
円
の
計
上
（
間
違
い
か
？
）

45

（
注

）
『
車
力
』
（
し
ゃ
り
き
）
大
八
車
な
ど
を
ひ
い
て
荷
物
運
搬
を
業
と
す
る
人
。

46

（
広
辞
苑
）
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（
注

）
一
週
間
（
ひ
と
七
日
）
毎
の
締
め
切
り
。

47

（
注

）
『
ふ
た
こ
糸
』
（
双
子
糸
）
二
筋
よ
り
あ
わ
せ
て
一
本
と
し
た
糸
。

（
広
辞
苑
）

48

（
注

）
『
家
用
』
店
と
奥
と
が
帳
簿
上
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。

49

（
注

）
『
同
』
十
二
日
の
「
入

店
小
売
代
」
に
同
様
の
意
味
。

50

（
注

）
『
書
役
』
（
か
き
や
く
）
文
書
の
草
案
を
作
り
、
ま
た
は
筆
写
を
す
る
人
。
書
記
。

51

四
月
三
日
『
下
男
』
（
使
用
人
と
訳
し
た
）
、
六
日
帳
面
方
（
会
計
係
と
訳
し
た
）

は
〔
給
金
〕
と
な
っ
て
い
る
が
、
書
役
に
は
〔
給
料
〕
と
あ
る
。
文
字
の
読
め

な
い
、
あ
る
い
は
書
け
な
い
人
の
多
い
時
代
、
大
変
重
要
視
さ
れ
た
職
域
で
〔
給

料
〕
も
高
い
。

（
注

）
五
月
で
は
一
週
間
（
ひ
と
七
日
）
毎
ま
と
め
て
記
載
し
て
い
る
。

52

（
注

）
『
ガ
ス
代
』
ラ
ン
プ
燃
料
代
。

53

（
注

）
四
月
の
締
め
切
り
は
一
週
間
（
ひ
と
七
日
）
毎
で
あ
っ
た
が
、
五
月
は
一
ケ
月

54

の
締
め
切
り
と
な
っ
て
い
る
。

総
勘
定

十
一

左
記
の
総
勘
定
に
記
載
す
る
内
容
は
、
前
記
大
帳
と
金
銀
出
入
帳
か
ら
集
約
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
帳
簿
を
付
け
る
こ
と
の
本
当
の
意
味
は
こ
の
総
勘
定
に
よ
っ
て
初
め
て
明

ら
か
に
な
る
。

十
二

す
べ
て
総
勘
定
は
商
取
引
の
様
子
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
所
持
す
る
金
額
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と
借
用
し
て
い
る
金
額
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
学
習
者
が
常
に
心
掛
け

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
所
持
す
る
と
は
商
取
引
上
で
の
財
産
又

は
資
産
の
こ
と
で
あ
る
。
借
用
と
は
支
払
い
義
務
又
は
引
受
け
債
務
の
こ
と
で
あ
る
。

十
三

帳
簿
を
付
け
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
様
式
を
論
ず
る
こ
と
で
は
な
く
、

た
だ
こ
の
こ
と
を
明
確
に
し
て
簡
単
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
最
も
良
い

方
法
で
あ
る
。

こ
の
商
取
引
の
例
に
示
す
と
こ
ろ
の
資
産
と
負
債
と
は
、
そ
の
種
類
が
は
な
は
だ
少
な

い
が
た
め
に
、
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
金
銀
出
入
帳
と

大
帳
と
を
用
い
て
、
こ
れ
に
仕
入
商
品
台
帳
【
商
品
有
高
帳
】
を
合
わ
せ
て
総
勘
定
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

資
産

第
一

大
帳
の
勘
定
か
ら

十
四

即
ち
、
他
店
か
ら
受
取
る
べ
き
掛
け
代
金

伊
豆
屋

一
二
○

五
七

安
房
屋

八
○

上
総
屋

三
○

五
○

常
州
屋

二
八

近
江
屋

三
一

五
○
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美
濃
屋

三
七

七
五

飛
騨
屋

八
五

○
五

信
濃
屋

一
六

五
○

岩
城
屋

六
九

六
八

第
二

金
銀
出
入
帳
か
ら

十
五

即
ち
、
手
許
有
高

二
、
九
○
八

二
六

第
三

仕
入
帳
か
ら

十
六

即
ち
、
商
品
手
許
有
高

一
、
○
七
五

四
五

四
、
四
八
三

二
六

負
債

十
七

大
帳
の
勘
定
か
ら

甲
州
屋
に
支
払
う
べ
き
掛
け
代
金

二
、
○
○
○

現
在
の
財
産

二
、
四
八
三

二
六

こ
の
勘
定
を
見
る
と
、
現
在
の
当
店
の
財
産
は
二
、
四
八
三
円
二
六
銭
で
あ
る
。
こ
れ
よ

り
最
初
の
資
本
金
一
、
五
○
○
円
を
差
し
引
く
と
残
金
九
八
三
円
二
六
銭
で
あ
る
。
即
ち
、

二
ヶ
月
間
の
商
取
引
で
得
た
利
益
で
あ
る
。
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二
、
四
八
三
、
二
六

内

一
、
五
○
○

差
引
残
高

九
八
三
、
二
六

右
に
記
載
し
た
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
左
記
の
よ
う
な
定
則
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
則

十
八

第
一

現
在
の
財
産
を
知
る
た
め
に
は
、
資
産
か
ら
負
債
を
差
し
引
け
ば
良
い
。

十
九

第
二

商
取
引
の
利
益
を
知
る
た
め
に
は
、
商
取
引
の
最
終
的
に
残
っ
た
金
額
か
ら

最
初
の
資
本
金
を
引
け
ば
良
い
。

応
用
問
題

左
記
の
例
題
は
、
学
習
者
の
た
め
に
第
二
章
の
内
容
を
習
得
す
る
た
め
の
練
習
と
し
て
、

そ
の
定
則
を
活
用
す
る
た
め
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
私
が
教
え
る
の
は
、
た
だ
事

の
結
果
を
正
し
く
知
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
前
述
の
方
法
に
従
っ
て
総
勘
定

の
付
け
方
も
知
っ
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。
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例
題
一

今
こ
こ
に
一
人
の
商
人
が
い
る
。
五
千
円
の
資
本
金
で
商
売
を
始
め
、
一
年
後
諸

帳
簿
を
調
べ
る
と
諸
勘
定
か
ら
次
の
こ
と
が
判
っ
た
。

＊
現
金
受
取
り
高

一
万
五
千
円

同
支
払
い
高

一
万
五
百
円

＊
一
助
の
勘
定
（
注

）

借

千
五
百
円

貸

千
円

55

＊
二
助
の
勘
定

借

四
千
円

貸

三
千
五
百
円

＊
三
助
の
勘
定

借

九
百
七
十
五
円

貸

四
百
五
十
円

＊
四
郎
の
勘
定

借

四
百
八
十
三
円
七
十
五
銭

貸

三
百
円

＊
商
品
手
許
有
高

二
千
七
百
五
十
円

＊
五
郎
に
借
り
た
額

千
五
百
円

右
の
場
合
、
一
年
後
の
資
産
は
ど
れ
ほ
ど
か
。
一
年
間
に
得
た
利
益
は
ど
れ
ほ
ど
か
。

（
注

）
『
一
助
の
勘
定
』
（
い
ち
す
け
）
人
名
勘
定
。

55

例
題
二

若
狭
屋
と
越
後
屋
が
会
社
組
織
と
し
て
次
の
よ
う
な
資
産
で
商
売
を
始
め
た
。

即
ち
、
現
金
三
千
円

手
形
千
五
百
円

商
品
有
高
見
積
も
り
三
千
五
百
円

土
地
家

屋
等
見
積
も
り
一
万
円

他
店
へ
の
売
掛
け
代
金
一
万
二
千
五
百
円

六
ケ
月
後
の
会
社
の
資
産
と
負
債
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

＊
手
許
の
現
金
千
五
百
円

「
銀
行
」
へ
の
預
け
金
四
千
円

手
形
三
千
五
百
円

＊
商
品
有
高
三
千
七
百
五
十
円

土
地
家
屋
等
一
万
五
千
円

＊
他
店
へ
の
売
掛
け
代
金
五
千
円
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＊
会
社
の
支
払
う
べ
き
手
形
金
額
七
百
五
十
円

＊
他
店
へ
の
買
掛
け
代
金
千
五
百
円

右
の
場
合
、
商
売
を
始
め
た
最
初
の
資
産
は
ど
れ
ほ
ど
か
。
最
後
の
資
産
は
い
か
ほ
ど

か
。
更
に
、
純
利
益
は
ど
れ
ほ
ど
か
。

練
習
問
題

第
二
問

次
の
取
引
を
記
載
す
る
た
め
に
は
細
心
の
注
意
を
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
章
の

帳
簿
を
使
っ
て
、
そ
の
方
法
に
従
っ
て
記
帳
し
な
さ
い
。

記

七
月
一
日
＊
資
本
金
千
五
百
円
で
商
売
を
始
め
る
。

＊
加
賀
屋
よ
り
麦
粉
一
俵
八
円
に
て
五
十
俵
、
た
ら
し
砂
糖
一
升
四
十
銭
に
て

一
石
四
斗
、
石
鹸
一
箱
四
円
に
て
十
二
箱
、
上
茶
一
箱
二
十
円
に
て
六
箱
仕

入
れ
、
代
金
は
掛
け

＊
筆
紙
墨
購
入
代
金
及
び
雑
費
五
十
円
支
払
い

＊
店
小
売
り
代
金
十
五
円
入
り

同

二
日
＊
能
登
屋
へ
麦
粉
一
俵
九
円
二
十
銭
に
て
十
俵
、
石
鹸
一
箱
四
円
二
十
五
銭
に

て
四
箱
売
渡
し
、
代
金
は
掛
け

＊
車
力
代
二
円
支
払
い
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＊
店
小
売
り
代
金
五
十
円
入
り

同

三
日
＊
越
中
屋
へ
麦
粉
一
俵
九
円
五
十
銭
（
注

）
に
て
十
五
俵
、
上
茶
一
箱
二
円

56

五
十
銭
に
て
三
箱
売
渡
し
、
代
金
は
掛
け

＊
加
賀
屋
へ
掛
け
代
金
二
百
円
支
払
い

＊
店
小
売
り
代
金
七
十
五
円
入
り

同

四
日
＊
越
後
屋
よ
り
た
ら
し
砂
糖
一
升
五
十
銭
に
て
十
樽
十
二
石
、
煙
草
一
斤
六
銭

に
て
十
二
箱
三
千
七
百
五
十
斤
仕
入
れ
、
代
金
は
掛
け

＊
佐
土
屋
（
注

）
へ
た
ら
し
砂
糖
一
升
七
十
五
銭
に
て
一
斗
、
麦
粉
九
円
に

57

て
一
俵
売
渡
し
、
代
金
は
掛
け

＊
店
小
売
り
代
金
百
十
円
入
り

同

五
日
＊
越
後
屋
へ
麦
粉
一
俵
九
円
に
て
五
俵
売
渡
し
、
代
金
は
掛
け

＊
越
中
屋
よ
り
掛
け
代
金
五
十
円
入
金

＊
店
小
売
り
代
金
百
五
十
円
七
十
五
銭
入
り

同

六
日
＊
筆
紙
墨
購
入
代
金
五
円
五
十
銭
支
払
い

＊
店
小
売
り
代
金
百
十
円
七
十
五
銭
入
り

同

八
日
＊
丹
波
屋
よ
り
白
砂
糖
一
斤
六
銭
五
厘
に
て
千
斤
、
た
ら
し
砂
糖
一
升
五
十
銭

に
て
六
樽
四
十
石
仕
入
れ
、
代
金
は
掛
け

＊
店
小
売
り
代
金
七
十
五
円
五
十
銭
入
り

同

九
日
＊
書
役
雇
い
賃
五
十
円
支
払
い

＊
店
小
売
り
代
金
五
十
円
入
り
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同

十
日
＊
店
小
売
り
代
金
八
十
三
円
三
十
銭
入
り

同

十
一
日
＊
越
中
屋
へ
た
ら
し
砂
糖
一
升
六
十
銭
に
て
一
斗
、
白
砂
糖
一
斤
七
銭
に
て
五

十
斤
、
麦
粉
九
円
に
て
一
俵
売
渡
し
、
代
金
は
掛
け

＊
店
小
売
り
代
金
六
十
八
円
五
十
銭
入
り

同

十
二
日
＊
丹
波
屋
へ
掛
け
代
金
五
百
円
支
払
い

＊
店
小
売
り
代
金
七
十
五
円
入
り

同

十
三
日
＊
店
小
売
り
代
金
百
十
七
円
五
十
銭
入
り

同

十
五
日
＊
丹
波
屋
か
ら
新
大
豆
一
俵
四
円
二
十
銭
に
て
三
俵
、
バ
タ
ー
一
斤
六
銭
に
て

十
二
箱
三
百
六
十
斤
、
パ
ン
一
釜
（
注

）
十
銭
に
て
四
十
釜
仕
入
れ
、

58

代
金
は
掛
け

＊
人
足
代
三
円
支
払
い

＊
店
修
理
、
雑
費
五
円
支
払
い

＊
店
小
売
り
代
金
九
十
七
円
五
十
銭
入
り

同

十
七
日
＊
店
小
売
り
代
金
百
二
十
五
円
七
十
五
銭
入
り

同

十
八
日
＊
因
州
屋
（
注

）
白
砂
糖
一
斤
七
銭
に
て
百
斤
、
た
ら
し
砂
糖
一
升
六
十
銭

59

に
て
五
斗
、
ま
た
、
白
砂
糖
一
斤
七
銭
に
て
六
十
斤
売
渡
し
、
代
金
は
掛
け

＊
出
雲
屋
へ
広
告
印
刷
代
（
注

）
五
円
支
払
い

60

＊
店
小
売
り
代
金
八
十
八
円
九
十
三
銭
入
り

同

十
九
日
＊
郵
便
切
手
代
三
円
支
払
い

＊
書
状
用
紙
代
五
円
支
払
い
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＊
店
小
売
り
代
金
九
十
八
円
三
十
七
円
入
り

同

二
十
日
＊
店
小
売
り
代
金
百
十
七
円
九
十
五
銭
入
り

同
二
十
二
日
＊
越
中
屋
よ
り
掛
け
代
金
五
十
円
入
金

＊
但
馬
屋
へ
た
ら
し
砂
糖
一
升
六
十
銭
に
て
三
斗
、
上
茶
一
箱
二
十
五
円
に
て

二
箱
売
渡
し
、
代
金
は
掛
け

＊
店
小
売
り
代
金
八
十
四
円
二
十
八
銭
入
り

同
二
十
三
日
＊
但
馬
屋
よ
り
掛
け
代
金
三
十
円
入
金

＊
店
小
売
り
代
金
七
十
五
円
入
り

同
二
十
四
日
＊
石
見
屋
へ
た
ら
し
砂
糖
一
升
五
十
六
銭
に
て
一
樽
七
斗
五
升
売
渡
し
、
代
金

は
掛
け

＊
店
小
売
り
代
金
六
十
五
円
七
十
五
銭
入
り

同
二
十
五
日
＊
但
馬
屋
よ
り
掛
け
残
金
全
額
四
十
九
円
三
十
銭
入
金

＊
店
小
売
り
代
金
七
十
八
円
二
十
五
銭
入
り

同
二
十
六
日
＊
店
小
売
り
代
金
四
十
八
円
九
十
五
銭
入
り

同
二
十
七
日
＊
書
役
給
料
五
十
円
支
払
い

＊
佐
土
屋
よ
り
掛
け
代
金
十
六
円
五
十
銭
入
金

＊
越
後
屋
へ
掛
け
残
金
全
額
七
百
八
十
円
支
払
い

＊
店
小
売
り
代
金
八
十
一
円
三
十
八
銭
入
り

＊
商
品
台
帳
の
通
り
商
品
有
高
を
千
五
百
円
と
見
積
も
る
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（
注

）
商
品
単
価
が
取
引
相
手
、
取
引
数
量
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

56

（
注

）
『
佐
土
屋
』
取
引
先
の
店
名
に
江
戸
時
代
の
国
名
を
使
っ
て
い
る
事
を
考
え
る
と

57

【
佐
渡
屋
】
あ
る
い
は
【
土
佐
屋
】
の
間
違
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
店
名
な
の
で

そ
の
ま
ま
と
し
た
。

（
注

）
『
一
釜
』
パ
ン
販
売
時
の
単
価
単
位
。

58

（
注

）
『
因
州
屋
』
因
州
は
因
幡
の
国
、
現
在
の
鳥
取
県
東
部
。

59

（
注

）
『
引
札
ス
リ
モ
ノ
代
』
を
【
広
告
印
刷
代
】
と
訳
す
。

60
本
文
の
問
題
点

一

第
二
章
に
お
い
て
更
に
詳
し
く
そ
の
内
容
を
記
帳
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。

二

金
銀
出
入
帳
の
重
要
性
は
ど
ん
な
こ
と
か
。

三

商
取
引
上
の
諸
帳
簿
の
中
で
は
ど
の
帳
簿
を
重
視
し
た
ら
よ
い
か
。

四

金
銀
出
入
帳
を
使
用
し
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
し
て
現
金
の
有
高
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
か
。

五

金
額
を
計
算
す
る
だ
け
で
は
何
の
証
拠
を
得
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

六

資
金
の
出
入
り
を
正
し
く
記
録
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
か
。

七

金
銀
出
入
帳
を
上
手
に
使
え
ば
い
つ
で
も
い
ろ
い
ろ
な
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

八

商
取
引
上
、
何
回
出
入
帳
（
注

）
を
締
め
切
る
か
。

61
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九

こ
の
第
二
章
に
示
す
出
入
帳
は
何
回
締
め
切
ら
れ
て
い
る
か
。

十

商
取
引
上
、
帳
簿
を
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
事
は
何
か
。

総
勘
定
の
問
題
点

十
一

総
勘
定
に
記
入
す
る
内
容
は
ど
の
帳
簿
か
ら
得
ら
れ
る
か
。

十
二

商
業
活
動
の
様
子
を
示
す
総
勘
定
は
ど
ん
な
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
重
要

な
の
か
。

十
三

帳
簿
を
付
け
る
こ
と
の
最
も
大
切
な
理
由
は
何
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る

か
。

十
四

大
帳
か
ら
集
計
さ
れ
る
資
産
と
は
ど
の
よ
う
な
資
金
な
の
か
。

十
五

金
銀
出
入
帳
か
ら
集
計
さ
れ
る
資
産
と
は
ど
の
よ
う
な
資
金
な
の
か
。

十
六

仕
入
帳
か
ら
集
計
さ
れ
る
資
産
と
は
ど
の
よ
う
な
資
金
な
の
か
。

十
七

負
債
の
金
額
を
知
る
方
法
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

十
八

現
在
の
財
産
を
知
る
た
め
の
定
則
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

十
九

商
取
引
の
利
益
を
知
る
た
め
の
定
則
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

（
注

）
『
出
入
帳
』
金
銀
出
入
帳
の
こ
と
。

61
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帳
合
之
法
巻
之
一
終


